
公益社団法人全日本病院協会会長殿

医政発 0 9 2 6第 6号

平成 2 6年 9月 2 6 日

厚生労働省医政局

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律j の一部の施行について

標記について、別添のとおり各都道府県知事あて通知しましたので、その内容につ

いて御了知いただきますようお願いいたします。
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医政発0926第 5号

平成26年 9月26日

都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

（公印省略）

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律Jの一部の施行について

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律J （平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法j とい

う。）のうち、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法

律（平成元年法律第64号）の一部改正等については、既に本年6月25日から施行

され、その旨の周知を「『地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律』の一部の施行等についてJ （平成26年 6

月25日付、医政発0625第 1号・社援発0625第 1号・老発0625第 1号）において、

お願いしたところです。

医療介護総合確保推進法のうち、①医療法（昭和23年法律第205号）の一部改

正（病床機能報告制度に関する規定、医療従事者の確保等に関する規定）、②外

国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律（昭和62年

法律第29号）の一部改正（臨床修練及び臨床教授等に関する規定）、③良質な医

療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第84号）の一部改正（持分なし医療法人への移行に関する計画についての厚

生労働大臣の認定に関する規定）等については、本年10月 1日から施行されます。

これに伴い、 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政

令」 （平成26年政令第314号。以下「整備政令j という。）及び「地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の

一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」 （平成26年厚生労働

省令第108号。以下「整備省令」という。）が本年 9月25日付けで公布され、ま

た、 「医療法施行規則第30条の33の6第 1項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る方法を定める件J （平成26年厚生労働省告示第362号。以下「報告方法告示J

という。）が本年9月25日付けで告示され、さらに、 「医療勤務環境改善マネジ

メントシステムに関する指針を定める件J （平成26年厚生労働省告示第376号。
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以下「勤務環境改善告示j という。）が本日付けで告示されました。

これらの趣旨、内容等は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これ

を御了知いただくとともに、管下の政令指定都市、保健所設量市、特別区、医療

機関、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。

記

第一 病床機能報告制度に関する規定

1 病床の機能の区分

医療法第30条の12第 1項の「病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区

分j の名称及び内容は、以下の通りとすること。 （整備省令第 1条の規定に

よる改正後の医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下「新規則Jと

いう。）第30条の33の2関係）

( 1 ）高度急性期機能（急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に

向けて、診療密度の特に高い医療を提供する機能をいう。）

( 2 ）急性期機能（急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向け

て、医療を提供する機能（ ( 1 ）に該当するものを除く。）をいう。）

( 3 ）回復期機能（急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた、医療又

はリハピリテーションの提供を行う機能（急性期を経過した脳血管疾患、

大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、 AD L （日常生活における基

本的動作を行う能力をいう。）の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリ

テーションの提供を集中的に行うものを含む。）をいう。）

( 4）慢性期機能（長期にわたり療養が必要な患者（長期にわたり療養が必要

な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者、

難病患者その他の疾患の患者を含む。）を入院させる機能をいう。）

2 報告事項

一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所（以下「病床機能報告対象

病院等」という。）の管理者は、以下の事項を報告するものとすること。

( 1 ）病床の機能

① 基準日（報告を行う日の属する年の 7月 1s）における病床の機能（

医療法第30条の12第 1項第 1号及び新規則第30条の33の3関係）

② 基準日から 6年間が経過した日における病床の機能の予定（以下「基

準日後病床機能Jという。） （医療法第30条の12第 1項第 2号及び新規

則第30条の33の4関係）
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( 2）病床の機能以外の報告事項

① 病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容（医療

法第30条の12第1項第 3号及び報告方法告示の表第 1欄第5号から第14

号まで関係）

② 構造設備及び人員の配置その他必要な事項（医療法第30条の12第 1項

第4号、新規則第30条の33の5及び報告方法告示の表第 1欄第 3号及び

第4号関係）

3 報告方法

( 1 ）病床機能報告対象病院等の管理者は、 1年に 1回、 10月 1日から同月 31

日までに報告を行うものとすること。（新規則第30条の33の6第 1項関係）

ただし、平成26年の報告については、 10月 1日から11月14日までに行う

ものとすること。 （整備省令附則第 2項関係）

( 2）病床機能報告対象病院等の管理者は、報告方法告示の表第 1欄に掲げる

報告内容（病床の機能、構造設備及び人員の配置その他必要な事項、入院

患者に提供する医療の内容）に応じ、同表の第 2欄に掲げる報告単位（病

棟、病院又は診療所）を基本として、同表の第 3欄に掲げる報告方法（フ

ァイノレ等に記録する方法、レセプト情報による方法）により、報告を行う

ものとすること。 （新規則第30条の33の 6第 1項及び報告方法告示関係）

( 3）上記（ 2）の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託

を受けて報告の内容その他の必要な情報について管理及び、集計を行う者（

以下「受託者j という。）を経由する方法（当該受託者への報告は、イン

ターネット上で報告する方法、 CD-R等の電子記録媒体を郵送する方法、

書面を交付する方法により行うものとする。）をいうものとすること。 （ 

新規則第30条の33の6第 2項関係）

(4）上記（ 2）の「レセプト情報による方法j とは、受託者を経由する方法

（当該受託者への報告は、病床機能報告対象病院等が提出する電子レセプ

トデータによる情報から、レセプト情報・特定健診等情報データベース（

NDB）の枠組みを活用して行われるもの主する。）をいうものとするこ

と。 （新規則第30条の33の6第 3項関係）

4 報告事項の変更

( 1 ）病床機能報告対象病院等の管理者は、地域における医療の需要の実情そ

の他の実情を踏まえ、報告した基準日後病床機能と異なる病床の機能に係

る医療の提供が必要と判断したときには、速やかに、当該病床機能報告対

象病院等の所在地の都道府県知事に、基準日後病床機能の変更を報告する
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ものとすること。 （医療法第30条の12第2項及び新規則第30条の33の7第

1項関係）

( 2）上記（ 1 ）の変更の報告については、報告方法告示で定めるところによ

るものとすること。 （新規則第30条の33の7第2項関係）

5 厚生労働大臣による情報提供の求め

厚生労働大臣は、地域における病床の機能の分化及び連携等に関する基本

的な事項を定めるために必要があると認めるときは、病床機能報告対象病院

等の開設者又は管理者に対し、受託者を経由して、ファイル等に記録する方

法又はレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求め

るものとすること。（医療法第30条の 3の2及び新規則第30条の27の2関係）

・6 国の開設する病院等の特例

刑事施設等の中に設けられた病院又は診療所及び皇室用財産である病院又

は診療所（宮内庁病院）については、病床機能報告制度に関する医療法の規

定は、適用しないものとすること。 （整備政令第 1条の規定による改正後の

医療法施行令（昭和23年政令第326号）第 3条第 2項及び第3項関係）

第二 医療従事者の確保等に関する規定

1 医療従事者の勤務環境の改善に関する事項

( 1 ）都道府県が、医療従事者の勤務環境の改善に関する事務の全部又は一部

を委託することができる「厚生労働省令で定める者j について、当該事務

を適切、公正かう中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とす

ること。 （医療法第30条の15第2項及び新規則第30条の33の8関係）

( 2 ）病院又は診療所における医療勤務環境改善マネジメントシステム（病院

又は診療所において、医療従事者の勤務環境の改善に関して、①管理者に

よる改善方針の表明、②勤務環境改善の実施に係る体制の整備、③勤務環

境に関する現状の分析、改善目標の設定、改善計画の作成、④改善計画の

実施、⑤改善目標の達成状況及び改善計画の実施状況の評価、⑥評価の結

果を踏まえた改善目標及び改善計画等の見直しを体系的かっ継続的に実施

する、一連の自主的活動に関する仕組みをいう。）の実施に関し、各段階

で取り組むべき事項を示すこと。

また、勤務環境改善告示第 2条第2号に規定する厚生労働省医政局長が

定める手引書は、 「医療分野の「雇用の質J向上のための勤務環境改善マ

ネジメントシステム導入の手引きJ （平成26年 3月「医療従事者の勤務環
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境の改善に向けた手法の確立のための調査・研究班」）とすること。 （勤

務環境改善告示関係）

2 地域における医師の確保に関する事項

都道府県が、病院及び診療所における医師の確保を図るための事務の全部

又は一部を委託することができる「厚生労働省令で定める者Jについて、当

該事務を適切、公正かっ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者

（ただし、職業紹介事業又は労働者派遣事業の事務を委託する場合にあって

は、あらかじめ、当該事業の許可を受け又は届出書を提出した者に限る。）

とすること。 （医療法第30条の19第 3項及び新規則第30条の33の10関係）

第三 臨床修練及び臨床教授等に関する規定

1 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施

行令（昭和62年政令第363号）の一部改正（整備政令第 2条関係）

( 1 ）題名に関する事項

題名を「外国匿師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に

関する法律施行令Jに改正すること。

( 2）手数料に関する事項

臨床教授等の許可の申請並びに臨床修練及び臨床教授等の許可の有効期

間の更新の申請に当たって納付する手数料の額を、現行の臨床修練の許可

申請に係る手数料の額と同様、 15,300円（電子情報処理組織を使用する場

合にあっては、 15100円）と定めること。

2 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施

行規則（昭和62年厚生省令第47号）の一部改正（整備省令第 2条関係）

( 1 ）題名に関する事項

題名を「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に

関する法律施行規則Jに改正すること。

( 2 ）臨床修練病院等の指定に関する事項

臨床修練病院等の指定を受けることができる診療所は、臨床修練病院等

の指定を受けている病院と緊密な連携体制が確保された診療所とし、指定

を受けるに当たっては、連携する病院の管理者による同意書を厚生労働大

臣に提出しなければならないものとすること。

( 3 ）臨床教授等病院の指定に関する事項

臨床教授等病院の指定を受けることができる病院として、①大学附属病
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院、②特定機能病院、③国立高度専門医療研究センター、④臨床教授等病

院の指定を受けている病院と緊密な連携体制が確保された病院を定めると

ともに、④の病院が指定を受けるに当たっては、連携する病院の管理者に

よる同意書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。

( 4）臨床教授等の実施状況の報告に関する事項

臨床教授等病院の長は、毎年4月30日までに、その前年度の臨床教授等

の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。

(5）入国前に臨床修練等の許可を受けることができる者に関する事項

本邦に入国する前に臨床修練又は臨床教授等の許可を受けることができ

る者として、在留資格認定証明書が交付されている者を定めること。

( 6 ）臨床教授等許可証に関する事項

臨床教授等許可証の様式を定めるとともに、臨床教授等外国医師等が臨

床教授等を行うときの臨床教授等許可証の着用義務を定めること。

( 7）各種申請手続に関する事項

①臨床教授等の許可の申請手続、②臨床修練及び臨床教授等の許可の有

効期間に係る更新の申請手続、③臨床教授等許可証の書換え交付及び再交

付の申請手続として、申請書の様式や必要な添付書類等を定めること。

( 8 ）総括臨床教授等責任者に関する事項

臨床教授等病院の長は、当該病院における臨床教授等の円滑な実施を図

るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから 1人を総

括臨床教授等責任者として選任するものとすること。

第四 持分なし医療法人への移行に関する計画に係る厚生労働大臣の認定に関す

る規定

1 持分なし医療法人へ移行する際の、①移行計画に関する厚生労働大臣の認

定の申請手続、②移行計画の変更に関する厚生労働大臣の認定の申請手続と

して、申請書の様式や必要な添付書類等を定めること。 （新規則附則第56条

から第58条まで関係）

2 厚生労働大臣が移行計画の認定を取り消すことができる場合として、不正

の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき等を定めること。

（新規則附則第59条関係）

3 移行計画の認定を受けた医療法人は、認定を受けた日から起算して1年を

経過するごとの日から 3ヶ月を経過するまでに計画の実施状況を厚生労働大
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臣に報告するほか、移行計画の認定を受けた旨等の定款の変更の認可を受け

た場合又は出資者の持分の放棄その他の処分があった場合は、当該認可又は

処分の日から 3ヶ月を経過するまでにその旨を厚生労働大臣に報告すること

とし、報告書の様式や必要な添付書類を定めること。 （新規則附則第60条関

係）

第五その他

1 厚生労働省組織令（平成12年政令第252号）の一部改正（整備政令第 2条

関係）

医政局医事課及び医政局歯科保健課の所掌事務とし℃、外国医師の臨床教

授等及び外国歯科医師の臨床教授等に関する事務をそれぞれ加えること。

2 厚生労働省組織規則（平成13年厚生労働省令第 1号）の一部改正（整備省

令第6条関係）

医政局医事課試験免許室の所掌事務として、臨床教授等に関する事務を加

えること。

3 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する省令（平成17年厚生労働省令第44

号）の一部改正（整備省令第4条関係）

臨床教授等の許可を受けた外国医師及び外国歯科医師が記載する診療録に

ついて、電磁的方法による保存を認めるものとすること。
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明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

(2分冊の 1)（号外第 21 1号）

〔政

A
W〕

幸日

O
貿
易
保
険
法
の
一
部
そ
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
一
三
一
）

O
貿
易
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
一
三
二
）

O
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育

成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策

推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関

す
る
政
令
（
一
一
二
三
）

O
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

制
樹
倒
剖
樹
組
計
剖
剖
叫
叫
闘
倒
淵
調
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

倒
引
闘
倒
瑚
制
叫
割
側
割
凶
闘
訓
引
制
ザ

（
一
一
二
四
）

宮木曜日口
M5

 
2
一

月一9
一

年一

O
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

氾
一
省
令
（
総
務
七
四
）

成
一
び
閣
問
凶
閣
倒
閣
凶
閣

平
一
な
路
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関

す
る
省
令
（
厚
生
労
働
一

O
八）

省

A

一μ〕

。

（号外）
独立行政法人国立印矧j局

〔
＆
口

刀t
、自由J

O
無
線
局
免
許
申
請
室
同
等
に
添
付
す
る
無
線

局
事
項
室
田
及
び
工
事
設
計
蓄
の
各
欄
に
記

載
す
る
た
め
の
コ

i
ド
表
（
無
綿
局
の
目

的
コ

l
ド
及
び
通
信
事
項
コ

1
ド
を
除

く
。
）
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
総
務
三
一
六
）

O
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
十
七
条
及

び
別
表
第
五
号
第
三
の
三
凶
の
規
定
に
基

づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
検
査

の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試

験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
三
七
）

二
O
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
二
十
条
及

一
び
別
表
第
七
号
第
三
の
三
凶
の
規
定
に
基

一
づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検

一
の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試

一
験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

一
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
コ
二
八
）

一
O
電
波
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項

四
一
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

一
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
無
線
局
に
使

一
周
さ
せ
る
電
波
の
周
波
数
を
定
め
る
件

一
（
同
一
三
九
）

一
O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

一
六
一
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件

一
（
同
三
一
一

O
）

一
O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

一
体
の
届
曲
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

一
の
で
公
表
す
る
件
（
同
一
二
一
一
一
）

一七一

O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

一
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す

一

る

件

（

同

一

三

二

己

四

一

一
O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る

件
（
同
コ
一
二
三
）

じ〉

。

主三

O
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
公
表
す
る
件
（
同
三
二
四
）

O
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
三
の

内
調
↓
司
q堀
掴
同
劇
オ
剖
園
出
矧
制
対

臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
件

（
厚
生
労
働
三
六
二
）

O
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
ニ
十
三
条

の
十
二
の
二
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
十

二
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二

の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
書
類
（
同
三
六
一
一
一
）

，.問、

公

比
口
〕

F又

諸

事

項

ブ1.

裁
判
所

破
産
、
免
責
関
係

特
殊
法
人
等
’

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
特

定
計
量
器
型
式
承
認
、
東
日
本
高
速
道
路

株
式
会
社
料
金
の
額
及
び
徴
収
期
間
の
変

更
、
型
式
適
合
認
定
、
厚
生
年
金
基
金
清

算
結
了
・
清
算
人
退
任
関
係

地
方
公
共
団
体

公
債
抽
せ
ん
（
東
京
都
区
）
、

人
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

行
旅
死
亡

[!9 

亡コ
[!9 

[!9 

mm

・
本
号
で
公
布
さ
れ
た

法
令
の
あ
ら
ま
し
総

。
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を

定
め
る
政
令
（
政
令
第
三
二
号
）
（
経
済
産
業
省
）

貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
六
年

法
律
第
一
九
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
六
年
一

O
月

一
日
と
す
る
と
と
と
し
た
。

士
。
貿
易
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令

四
五
午
第
一
三
二
号
）
（
経
済
産
業
省
）

ョ
1
用
語
の
定
義

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
「
輸
出
契
約
」
等
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
六
七
号
）
に

規
定
す
る
輸
出
契
約
等
と
す
る
と
と
と
し
た
。
（
第
一
条

関
係
）

2

輸
出
契
約
等
の
定
義

普
通
貿
易
保
険
等
の
対
象
と
な
る
輸
出
契
約
等
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
を
定
め
る

ζ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
の
二
関
係
）

3

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
が
本
邦
法
人
を
相
手

方
と
し
て
再
保
険
を
引
き
受
け
る
保
険

独
立
行
政
法
人
臼
本
貿
易
保
険
が
本
邦
法
人
を
相
手

方
と
し
て
再
保
険
そ
引
き
受
け
る
保
険
は
、
輸
出
者
、
か

外
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
為
替
取
引
の
制
限
又
は
禁

止
等
に
よ
っ
て
貨
物
を
輸
出
す
る
と
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
受
け
る
損
失
等
そ
保
険
契
約
で
定

め
る
一
定
額
を
限
度
と
し
て
填
補
す
る
保
険
等
と
す
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
の
三
関
係
）

4

普
通
貿
易
保
険

普
通
貿
易
保
険
の
対
象
は
、
輸
出
者
等
が
保
険
契
約

の
締
結
後
生
じ
た
外
国
に
お
け
る
戦
争
、
革
命
又
は
内

乱
に
よ
り
輸
出
貨
物
等
の
保
管
又
は
整
付
に
要
す
る
費

用
等
を
新
た
に
負
担
す
べ
き
と
と
と
な
っ
た
と
と
に
よ

り
受
け
る
損
失
と
す
る
と
と
と
し
た
。
（
第
一
九
条
関

係）
5

出
資
外
胃
法
人
等
貿
易
保
険

H

出
資
外
国
法
人
等
が
貨
物
を
販
売
等
し
た
場
合
に

外
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
為
替
取
引
の
制
限
又
は

禁
止
等
に
よ
っ
て
当
該
貨
物
の
代
金
等
そ
回
収
す
る

と
と
が
で
き
な
い
ζ

と
に
よ
り
受
け
る
損
失
に
係
る

出
資
外
国
法
人
等
貿
易
保
検
の
対
象
と
な
る
貨
物

は
、
設
備
（
航
空
機
及
び
船
舶
を
含
む
。
）
並
び
に
石

油
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
、
石
炭
及
び
金
属
鉱
物
と
す

る
と
と
と
し
た
。
（
第
二
O
条
関
係
）

四六
r、、
[!9 

/'-. 
三E王

八
六
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16 （号外第 21 1号）幸R官木曜日

地
域
に
お
け
る
医
療
其
ひ
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
凶
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
を
ζ

と
に
公
布
す
る
。

口
M5

 
2
 

月9
 

年6
一
政
令
第
一
一
一
百
十
四
号

2
一
地
域
に
お
け
る
医
療
及
ひ
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
時
以
前
等
に
関
す
る
法
律
の

成
一
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
慾
備
等
に
関
す
る
政
令
、

平
一
内
閣
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
な
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
閲
す
る
法

一
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
士
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五

号
）
第
六
条
、
外
国
医
師
等
が
行
う
綿
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
閃
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

二
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
九
項
及
ひ
国
家
行
政
組
織
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

御

璽

名

御

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、

「
第
一
一
号
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
二
」
を
加
え
、
「
適
用
し
な
い
」
を
「
、
適
用
し
な
い
」
に
改
め
、
河

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

皇
室
用
財
産
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
条
の
十
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中
「
同
条
第
二
項
第
十
一
号
」
そ
「
同
条
第
二
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
十
二
及
び
第
五
条
の
十
五
中
「
第
五
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

（
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
外
周
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
昭
和
六
十

二
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
外
国
医
師
等
、
か
行
う
臨
原
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
外
国

医
仰
等
が
行
う
臨
床
修
制
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
三
条
第
八
項
」
そ
「
第
三
条
第
九
項
（
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
そ
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
公
従
通
報
者
保
設
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
ム
ハ
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
八
十
七
号
中
「
外
問
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」

を
「
外
国
医
師
等
、
か
行
う
，
制
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
中
第
十
号
な
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
｛
口
可
を
加
え
る
。

十
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
二
十
九
号
）
の
刻
定
に
よ
る
外
国
正
塞
陪
同
等
（
外
国
に
お
い
て
救
急
救
A
里
ム
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す

る
者
に
限
る
。
）
の
臨
床
修
練
に
関
す
る
と
と
。

第
三
十
五
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
外
国
医
師
等
、
か
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外

図
医
師
及
び
外
国
石
談
師
等
（
外
国
に
お
い
て
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
視
能
訓
練
士
、
術
床
工
学
技
士
、
義
肢
装
兵
士
又
は
言
諮
問
際
覚
土
に
相
当
す
る
資
格
そ
有
す
る
者
に
限

る
。
）
の
臨
床
修
練
並
び
に
外
国
医
師
の
臨
床
教
授
等
に
関
す
る
ζ

と。

第
三
十
ム
ハ
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
外
国
医
師
等
、
か
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外

国
歯
科
医
師
及
び
外
国
肴
抗
服
飾
等
（
外
国
に
お
い
て
商
科
衛
生
士
又
は
歯
科
技
工
士
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す

る
者
に
限
る
。
）
の
臨
床
修
練
並
び
に
外
国
一
歯
科
限
師
の
臨
床
教
授
等
に
関
す
る
と
と
。

第
三
十
七
条
中
第
一
一
一
号
を
第
四
号
と
し
？
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
外
聞
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外

国
軍
事
師
等
（
外
国
に
お
い
て
助
産
師
又
は
看
誰
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
の
臨
床
修
練
に

関
す
る
こ
と
。

a守
川
J

J

川
川
d

刑

判

骨

骨

と
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

厚
生
労
働
大
臣
塩
崎
恭
久
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22 （号外第 211号）幸良官木曜日

O
厚
生
労
働
省
令
第
百
八
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
ひ
介
護
の
総
合
的
な
碗
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
閲
す
る
法
律
（
平
成

日
一
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
興
付
に
伴
ぃ
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及

園
コ
一
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
鐙
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働

2
一
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

コ

ゴ

一

平

成

二

十

六

年

九

月

二

十

五

日

厚

生

労

働

大

匝

沼

崎

恭

久

｝
一
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
鍛
備
等
に
関
す
る
法
律
の

汁
一
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

パ
一
（
医
持
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

日
一
第
一
条
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

む
一
「
第
一
意
医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等
（
第
一
条
！
第
一
条
の
十
）
「
第
一
市
総

翌

日

次

中

耕

一

芳

一

一

一

躍

議

舵

難

問

ル

醐

私

斡

一

品

点

鴇

酎

長

室

」

を

問

一

間

住

則
（
第
一
条
〉

嬢

錨

笈

醸

銭

議

為

一

時

一

一

弘

↑

考

十

）

に

、

「

第

四

半

の

ニ

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設
（
第
一
条
の
十
四
｜
第
七
条
ど

医
療
計
画
（
第
三
十

条
の

十
八

第

十
条
の

十

しー

を

第第第
四回問
中市章
ののの

のの
三二墓

地医方
城fi,I掛
に計（
お園第
け（三
る第十
病三条
床十の
の条二
機の十
能二七
の十の
分八二
化｜）

及第
び三
連十
携条
のの

三

十

三

）

。

に

、

「

第

三

十

条

の

ご

一

十

三

の

二

」

を

「

第

三

十

批
逃
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
｜
第
三
十
条
の
三
十
三
の
七
）
」

条
の
三
十
三
の
八
｜
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
」
に
改
め
る
。

知
一
条
の
こ
そ
第
一
条
の
こ
の
こ
と
す
る
。

約
一
条
中
「
医
療
法
（
附
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条

を
第
一
条
の
こ
と
す
る
。

第
一
諮
の
三
な
第
一
市
の
四
と
し
、
第
一
章
の
こ
そ
第
一
章
の
三
と
し
、
第
一
半
を
第
一
章
の
こ
と
し
、
同
章
の

前
に
次
の
一
市
左
加
え
る
。

第
一
議
総
則

第
一
条
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働

符
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
老
人
帽
仰
祉
法
（
附
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
一
二
号
〉
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
1
ム

二
老
人
補
祉
法
銘
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
謎
談
老
人
ホ
l
ム

三
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
峰
山
貝
老
人
ホ
l
ム

凹
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
l
ム

五
前
各
号
に
侶
げ
る
刷
所
の
ほ
か
、
医
療
を
受
け
る
者
が
夜
番
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
っ
て
、

法
第
一
条
の
ご
第
二
割
に
制
定
す
る
恋
痴
短
供
施
設
以
外
の
場
所

め
九
条
の
二
十
第
一
刻
第
六
号
ハ
在
削
る
。

第
一
二
十
条
の
三
十
三
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
第
八

ワ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
羽
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
一
明
」
を
「
第
一
一
一
十
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
昭
和
六

十
年
法
律
ザ
第
八
十
八
号
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第

三
十
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
刻
」
に
改
め
、
第
四
章
の
三
中
同
条
を
第
三
十
条
の
三
十
三

の
九
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
八
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
条
第
一
周
番
号
に

掲
げ
る
事
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
と
す
る
。

第
四
車
の
こ
な
第
四
市
の
こ
の
こ
と
し
、
同
意
の
次
に
次
の
一
章
そ
加
え
る
。

第
四
牽
の
こ
の
三
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
、
ひ
連
携
の
推
進

（
病
床
の
機
能
の
区
分
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
お
り
と
し
、
そ
め
定
義
は
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
両
皮
急
性
問
機
能
急
性
期
の
患
者
に
対
し
、
当
該
忠
者
の
状
態
の
早
期
安
定
化
に
向
け
て
、
診
療
密
度
の

特
に
向
い
医
痴
を
提
供
す
る
も
の

ニ
急
性
期
機
能
品
盛
期
の
皇
官
に
対
し
、
当
該
患
者
の
状
態
の
早
期
安
定
化
に
向
け
て
、
医
療
を
提
供
す
る

も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
回
復
問
機
能
急
性
別
な
経
過
し
た
態
省
に
対
し
、
在
宅
復
帰
に
向
け
た
医
療
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
提
供
を
行
、
つ
も
の
（
臼
性
問
を
経
過
し
た
脳
血
官
疾
患
、
大
腿
骨
頚
部
骨
折
そ
の
他
の
疾
患
の
由
甲
山
者
に
対
し
、

A
D
L
（
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
動
作
を
行
う
能
力
を
い
う
。
）
の
向
上
及
、
ひ
在
宅
復
帰
を
目
的
と
し
た
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
抱
供
を
集
中
的
に
行
う
も
の
を
含
む
。
）

間
慢
性
陶
器
防
長
則
に
わ
た
り
抑
殺
が
必
嬰
な
出
者
（
長
期
に
わ
た
り
療
設
が
必
要
な
重
度
の
障
害
者
（
重

度
の
意
識
陥
害
者
な
含
む
。
）
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
、
難
病
患
釜
官
そ
の
他
の
疾
患
の
由
笠
宮
ゼ
含
む
。
）
そ
入

院
さ
せ
る
も
の

（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
明
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
三
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
向
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
に
お
や
い
て
「
病
床
機
能
報
告
」
と
い
う
。
）
を
行
う
日
の
属
す
る
年
の
七

月
一
日
と
す
る
。
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（号外第 211号）

（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
官
内
定
め
る
期
間
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
四
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
り
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
川
間
は
、
六
年
間
と

す
る
。

（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
報
告
事
項
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
五
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
環
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
構
造
設
備

及
び
人
員
の
配
信
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
報
告
方
法
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
病
床
機
能
墾
口
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
何
げ
る
方
法
よ

り
、
一
年
に
一
回
、
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
ー
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法

二
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

2

前
項
第
一
号
の
「
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委
託
を
受
け
て
病
床
機
能
報
告

の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
聞
に
つ
い
て
管
理
真
ひ
集
計
そ
行
う
者
（
以
下
と
の
項
及
び
次
別
に
お
い
て
「
受
託

者
」
と
い
う
。
）
を
経
由
す
る
方
法
（
と
の
場
合
に
お
け
る
受
託
出
へ
の
報
告
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
）
を
い
う
。

イ
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
ヲ
ア
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
開
の
内
容
を
氾
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
諸
情
報
の
提
供
を
受
け
る
朽
の
使
用
に
係
る
中
山
子

計
算
機
に
鍛
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
と
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
と
と
が
で
き
る

物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

ハ
書
面
を
交
付
す
る
方
法

3

第
一
項
第
二
号
の
「
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
」
と
は
、
受
託
者
を
経
由
す
る
方
法
（
と
の
吻
合
に
お
け
る

受
託
者
へ
の
報
告
は
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
託
用
の
請
求
に
関
す
る
行
令
（
昭
和
五
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
士
ハ
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
叶
川
位
さ
れ
て
い
る
情
報
に

つ
い
て
、
同
令
第
一
条
第
一
項
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
煩
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
を
活
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
そ
い
う
。

－
（
報
告
事
項
の
変
更
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
七
法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
符
令
で
定
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
一
刻
に
規

定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
管
理
者
が
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の
需
要
の
実
的
そ
の
他
の
実
情
在
踏
ま

え
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
基
準
日
後
病
床
機
能
と
見
な
る
病
床
の
機
能
区
分
に
係
る
医
療
の
銀
供
が
必

要
と
判
断
し
た
と
き
と
す
る
。

2

法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
川
生
労
働
大
臣
、
か
定
め
る

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
載
の
ニ
基
本
方
針

（
厚
生
労
働
大
自
に
よ
る
情
蝦
提
供
の
求
め
）

第
三
十
条
の
二
十
七
の
ニ
厚
生
労
動
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
こ
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
惚
告
対
象
病
院
等
の
開
設
省
又
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二

項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
と
の
条
に
お
い
て
足
芸
前
者
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
、
同
訓
引
に
規
定
す
る
フ
ァ

イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ

れ
た
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
二
十
八
の
二
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
」
に
改

め
る
。第

三
十
条
の
二
十
九
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
九
号
」
を
「
第
三
十
条
の
凹
第
二
項
第
十
号
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
条
の
閉
鎖
二
項
第
十
号
」
栓
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
け
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
羽
第
十
こ
号
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
三
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
法
第
三
十
条
の
十
九
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
地

域
医
療
支
援
事
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
と
す
る
。
た

だ
し
、
医
師
に
つ
い
て
の
職
業
紹
介
事
業
の
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
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法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者

に
限
り
、
医
業
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
治
事
業
の
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第

一
項
の
許
可
な
受
け
、
又
は
同
法
治
十
六
条
第
一
項
の
矧
定
に
よ
り
届
出
窪
田
な
提
出
し
て
労
働
者
派
遣
事
業
を
行

う
者
に
限
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は

寄
附
行
為
」
を
削
る
。

附
則
第
五
十
一
条
中
「
（
附
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
ど
を
削
る
。

附
川
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
移
行
計
闘
の
認
定
）

第
五
＋
ム
ハ
条
良
質
な
収
減
右
提
供
す
る
体
制
の
確
立
そ
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
品
也
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
四
リ
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
別
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

移
行
計
回
（
同
項
に
規
定
す
る
移
行
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

経
過
始
直
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
こ
に
規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
を
い
う
。
）
は
、

川
別
様
式
第
一
に
よ
る
仲
村
行
計
画
認
定
申
一
判
部
引
に
移
行
計
画
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2

移
行
計
画
は
、
附
川
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

3

平
成
十
八
年
改
正
法
附
川
知
十
条
の
三
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

tJる。
一
合
併
の
見
込
み

ニ
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
索
又
は
払
戻
じ
の
見
込
み

三
平
成
十
八
年
改
正
法
的
別
第
十
条
の
七
の
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
る
目
見
込
み

（
移
行
計
画
に
添
付
す
る
占
師
州
）

第
五
十
七
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
定
款
に
は
、
同
条
第
一
項
の
認
定

そ
受
け
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

平
成
十
八
年
改
正
法
附
川
第
十
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
出
資
者
名
簿
は
、
附
則
様
式
第
三
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

3

平
成
十
八
年
改
正
法
附
川
第
十
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
社
員
総
会
の
訴
事
録

二
直
近
の
三
会
副
年
度
（
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
そ
い
う
。
）
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計

知
書

（
移
行
計
画
の
変
更
）

第
五
十
八
条
平
成
十
八
年
改
正
法
川
川
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
認
定
医
療
法
人
（
問
項
に
規
定
す
る
認
定
限
掠
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
附
則
様
式
第
四
に
よ

る
移
行
計
．
凶
変
更
認
定
申
品
合
を
以
生
労
働
大
闘
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
移
行
計
画
耐
え
旧
民
認
定
申
請
書
に
は
、
次
に
拘
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
変
一
史
後
の
移

ru計
附

二
変
更
前
の
移
行
計
一
幽
の
写
し

三
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
ζ

と
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

四
社
員
総
会
の
議
事
録

五
そ
の
他
参
考
と
伝
る
九
対

3

移
行
計
画
の
趣
旨
の
変
…
山
ん
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
変

更
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
移
行
計
闘
の
認
定
の
取
消
し
）

第
五
十
九
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
臼
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
、
当
該
認
定
を
受

け
た
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
第
）
項
の
認
可
そ
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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二
認
定
医
療
法
人
が
合
併
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
。

三
認
定
医
療
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
。

四
認
定
医
療
法
人
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
移
行
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五
認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

六
認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
苅
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告

を
し
た
と
き
。

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
）

第
六
十
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
－
認
定
医
療
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
期
間
に
係
る
附
則
様
式
第
五
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
古
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
号
及
ひ
次
号
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
白
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

三
月
そ
経
過
す
る
日

二
認
定
を
受
け
た
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
認

定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
三
月
を
経
過
す
る
日

2

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
旨
又
は
新
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
新
医
療
法
人
そ
い
う
。
）
ヘ
移

行
す
る
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
い
札
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
を

受
け
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
回
目
を
一
仰
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ζ

の

場
合
に
お
い

τ、
認
定
医
療
法
人
は
、
附
則
怜
式
第
五
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
許
制
を
添
付
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
変
更
後
の
定
款
及
び
当
該
変
更
に
係
る
新
旧
対
照
表

二
定
款
変
更
の
認
可
一
蓄
の
写
し

三
社
員
総
会
の
議
事
録

3

前
二
項
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
棄
そ
の
他
の
処
分
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
処
分
の
あ
っ
た
日
か
ら
三
月
そ
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
出
回
そ
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
医
療
法
人
は
、
附
川
様
式
第
五
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
に
次
に
掲
げ

る
書
類
そ
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
阪
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
出
資
者
名
簿

二
附
則
様
式
第
六
に
よ
る
出
資
持
分
の
状
況
報
告
書

．
三
そ
の
他
持
分
の
処
分
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

4

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
棄
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
医
療
法
人
は
、
前
項
各
号
の

書
類
に
加
え
て
、
附
則
様
式
第
七
に
よ
る
出
資
持
分
の
放
楽
申
出
書
も
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
様
式
第
一
か
ら
附
則
様
式
第
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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（

）

い

よ

U
U
J
P

〉川町
J
2
n
w訓
F
W
が
阿
融
制
路
〉
史
学
店
）
阿
融
制
跨
〉

N

常
命
h
n
E
F
W
対
好
箇
見
）
冴
扮

島
崎
職
時
沖

帯
ゆ
一
淀
川
柳
見
）
凶
院
制
下
一

帯
ゆ
伸
子
湘
旦
）
淘
炉
泊
三

本体
W
R湘
凶
炉
M
W
時四

U

桝
ゆ
潜
岳
悶
悶
閣
制
付
叶
〉
、
／
酬
明
4
4
斗
制
錨
ゆ

桝
ゆ
山
富
E
J甲州同州峨雌河川

州
制
除
法
医
ボ
問
診
曲
四
日

※
同
）
本
山
片
見
）

i
時司品何回沖州側〔〉

l
潰
品
問
供
測
J

『
初
日
岳
協
職
ヤ
n
d
r
Jパ
符
J

「
端
山
片
岡
同
料
δ
湖
伊
M
W
」
対
門
別
「
本

ゆ
供
湘
旦
〉
凶
m
v
h
w
」
見
）
「
l
山山首伸子湘」店）議
R
J
占
立
台
市
，
合
間
鎖
J

「
初
日
門
付
。

制明吋吋見）濁扇

w 

判
明

4
4
R
E
F
W
対
議
出
δ
骨
骨
堂

>1'-

民
附
洲
本
山
片
δ
添削測
M
C件
H
F
淵
δ
削
除
泊
予

〉〉
（
ゆ
議
法
制

〉
（
ゆ
剛
一
日
供
測

仁丹

4有

b耳

田
川
問
」
叶

〉
J

｜
時
司
法
糊

〉
J

－
嬰
伸
子
測

耳

〉〉戸

〉

；日

回岳
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合併の見込み （）有・（）無

合併の方式 （〕吸収合併・（）新設合併

吸収合併の場合の法人の状況 （）存続・（）消滅

合併の相手方 法人所在地

法人名

代表者の氏名

年

17 年月日 円 有 無

18 年月日 円 有 無

19 年月日 円 有 無

20 年月日 円 有 無

-E』l 言十 円

融資制度利用の見込み

円

合併の見込み

〔）無利用の見込み （）有・

融資申請予定額：

6 

7 

※注 出資持分の放棄、払戻、議夜、相続、贈与があった際には、出資者名簿の芸書き換えを行う

こと。

附則様式第4 （附員lj第58条第l項関係）

移行計画変更認定申請書

（昨

F
F
N
探
求
昨
）

日月年
殿厚生労働大臣

月頃合併の時期

目。 出資者の氏名又は名称 住 所 出資年月日 出資金額 持分放楽の見込み

1 年月日 円 有 無

2 年月日 円 有 無

3 年月日 円 有 ・錘

4 年 月日 円 一有 無

5 年 月日 円 有 無

6 年 月日 円 有 ． 主珪

7 年月日 円 有 無

8 年 月白 内 有 無

9 年月日 円 有 無

10 年月日 円 有 無

11 年月日 円 有 無

12 年月日 円 有 無

13 年月日 円 有 無

14 年 月日 円 有 無

15 年月日 同 有 主E

16 年月日 円 有 無

法入所在地
法人名

代表者の氏名 印

年 月 日付け落 号の良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の
一部を改正する法律附則第10条の3第1項の認定について、下記のとおり変更したいので、同法附則

第10条の4第 1項の認定そ申請します。

記

附則様式第5 （附目I］第60条第 l項から第3項まで関係）

実施状況報告書

日現在月年

者名簿

法人名 ：

代表者の氏名：

資

的別様式第3 （附則第57条第2項関係〕

出

出
件

巴
型
特

｛血

日

法人所在地
法人名
代表者の氏名 印

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第10条の8の規

定により、下記のとおり移行計画の実施状況を報告します。

記

）医療法施行規則附則第60条第 1項に基づく報告

）同条第2項［こ基づく報告
（移行計両の認定を受けた旨の定款変更）

（）同条第2項に基づく報告

（新医療法人へ移行する旨の定款変更）

（）同条第3項に基づく報告

報告が必要となった理由が生じた日 年
新医療法人への移行の進捗状況等

月年

日月

殿

実施状況報告の種別

厚生労働大臣

2 
3 

田
町
N

R
白
川
q
u
N
世
時

的
(¥) 
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ω｜附則様式第6 （附則第60条第3項第2号関係）

C¥l 

Ulf' 
宅F’‘
哩F・・

N
臨
式
昨
）

5手

｛血

田
盟
ν
T

巴
旧

N
m
H
白
川
f
u
N
世
Nr

出 資 持 分 の 状 況 報告書

出資額 出資持分評価額
出資割合

持分放棄綴 持分払戻額 持分譲渡額 基金拠出額 ぷc＇コ、 言十
No. 出資者名 （%） 

A B c D E F G D+E+F+G=H 

I 円 円 % 円 円 円 円 円

2 円 円 % 円 円 円 円 円

3 円 円 % 円 円 円 円 円

4 円 円 % 円 円 円 円 円

5 円 円 “／。’ 内 円 円 円 円

6 円 円 % 円 円 円 円 円

7 円 円 % 円 円 円 円 円

8 円 円 ＇｝，。， 円 円 円 円 円

9 円 円 % 円 円 、円 円 円

10 円 円 % 円 円 円 円 円

II 円 円 % 円 同 円 円 円

12 円 円 % 円 円 円 円 円

13 円 円 % 円 円 円 円 円

14 円 円 % 円 円 円 円 円

15 円 円 % 円 円 円 円 円

16 円 円 % 円 円 円 円 円

17 円 円 % 円 円 円 円 円

18 円 円 % 円 円 円 円 円

19 円 円 % 円 円 円 円 円

20 同 円 ，／、。， 円 円 円 円 円

計 円 円 ，／、。， 円 円 円 円 円

出資持分の放棄・払戻・議渡・相続・贈与・基金拠出の内容等

注 「出資持分の放来・払戻.~童話産・相続・贈与・基金処出の内容等J it現には、異動の日［寸け、内容、理由等について具体的に記載すること。
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選
沼
」
鶴
見
鴻
刈
（
一
岩
田
口
湖
町
。
漸
減
品
一
泊
習
熟
）

恋
路
端
山
片
見
）
国
沖
澱
早
出
店
職

イ者

泊

日

（号外第 211号）

付
叶
〉
湯
舟
選
一

路
〉
品
山
ハ

4
F山
川
叫
州

δ
知
的
日

調
岬

除

ヨ

図

的

世
界
J

l
司
叫
凶

δ
～
い
針
。
正
路
hn市刑制
V

帯
山
片
岡
同
門
別
円
台
円
桝
J
U，
〈

1
8
δ
同
時
沖
合
同
九
町
出
同
淵
戸
、
州
斗
。

削
日

モヨ

トぷ

民
路
沿
い
（
路
〉
的
）

E
滅
輸
品
山
一

B
帆
州
事
混
一

正
路
時
間
一
一
ゆ

涛
淵
見
）
一
必
柑
明
日

苫

む3

4有

日

泊

，ι CJl 

報｛呂

国
沖
淵
印
い

別
表
第
一
中
「
別
表
表
一
（
第
一
条
関
係
ど
を
「
別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）
」
に
改
め
る
。

（
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
町
J

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
外
国
医
師
等
、
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
仰
施
行
規
則
（
昭
和
川
六

十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
、
ひ
章
名
を
付
す
る
。

自
次第

一
章
総
則
（
第
一
条
l
第一一一条）

第
二
章
臨
床
修
練
及
び
臨
床
教
授
等
（
第
四
条
｜
第
十
一
条
）

第
三
章
雑
則
（
第
十
二
条
）

ふ
け
d
d
H
H

－

昨
何
円
只

第
一
章
総
則

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
病
院
等
の
指
定
等
ど
に
改
め
、
同
条
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
由
床
修
制
に
係
る
医
師
法

第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
そ
「
外
国
医
師
同
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
限
師
法
第
十
七
条
等
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
条
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
病
院
又
は
判
的
被
所
の
指
定
及
び

同
条
第
十
三
号
」
に
改
め
、
「
当
該
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

2

法
第
二
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
診
療
所
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
病
院
と
の
間

で
緊
密
な
連
携
体
制
が
確
保
さ
れ
た
診
療
所
と
す
る
。

Q) 

木曜日平成 ~6 年 9 月 25 日27 

法
第
二
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
次
に
掲
げ
る
病
院
と
す
る
。

一
医
学
又
は
歯
学
在
縄
修
す
る
課
程
在
留
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院

二
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
機
能
病
院
と
称
す

る
と
と
に
つ
い
て
の
承
ぷ
そ
受
け
た
病
院

三
高
度
専
門
医
療
に
附
す
る
研
究
等
な
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）

第
四
条
第
一
項
に
制
定
す
る
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

四
法
第
二
条
第
十
一
二
り
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
病
院
と
の
間
で
緊
密
な
述
携
体
制
、
か
確
保
さ
れ
た
病
院

4

第
二
項
の
珍
療
所
が
法
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
場
合
又
は
前
項
第
四
号
の
病
院
が
法
第

二
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
な
受
け
る
場
合
に
は
、
緊
密
な
述
挑
体
制
を
確
保
す
る
病
院
の
管
理
者
の
同

立
書
を
以
生
労
働
大
山
に
腿
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
中
「
第
二
条
加
四
号
の
規
定
ぶ
よ
り
指
定
し
た
病
院
」
を
「
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
臨
床
修
練
病
院

等
」
に
、
「
指
定
病
院
」
を
「
臨
床
修
制
病
院
等
」
に
改
め
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す

る
臨
床
教
師
刊
等
病
院
（
以
下
「
臨
床
教
綬
等
病
院
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
臨
床
修
練
」
を
「
同
条
第
四
号
に
規
定

す
る
臨
床
修
練
（
以
下
「
臨
床
修
縦
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
臨
床
教
授
等
（
以
下
「
臨
床
教

授
山
肌
ど
と
い
う
。
ど
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
指
定
病
院
」
を
「
臨
床
修
純
病
院
笹
川
及
ひ
臨
床
教
授
等
病
院
」
に
改
め
、
「
臨
床
修
練
」
の
下
に
「
又

は
臨
床
教
俊
等
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
郊
名
を
付
す
る
。

第
二
章
臨
床
修
制
及
、
び
臨
床
救
出
伐
等

第
四
条
の
見
出
し
中
「
許
可
」
を
「
臨
床
修
練
の
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
ニ
項
第
一
号
中
「
限
る
。
」
の
下
に
「
次

条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
宇
佐
削
り
、
問
項
第
五
号
中
「
能
力
を
」
の
下
に
「
前
項

に
刈
定
す
る
者
又
は
臨
床
修
制
病
院
等
の
開
設
者
が
」
を
加
え
、
同
号
を
問
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
堅
ハ
号
を
第

五
号
と
し
、
同
項
第
七
り
中
「
と
す
る
病
院
」
を
「
と
す
る
臨
時
修
練
病
院
等
」
に
、
「
病
院
ご
と
」
を
「
臨
床
修
練

病
院
等
ご
と
」
に
、
「
指
定
術
院
」
を
「
臨
床
修
純
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
を
問
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
回
勺
中

「
と
す
る
病
院
」
を
「
と
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
」
に
、
「
指
定
病
院
」
を
「
臨
床
修
制
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
を

岡
市
引
第
七
号
と
し
、
向
山
中
約
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第
二
項
第
七
号
」

に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
臨
床
教
授
等
の
許
可
の
市
紛
手
続
等
）

第
五
条
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
床
教
授
等
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一

号
に
よ
る
申
請
訟
を
一
郎
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
市
北
仰
品
川
に
は
、
次
に
掲
げ
る
合
煩
そ
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
旅
券
の
写
し
、
住
民
民
の
写
し
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

二
外
国
に
お
い
て

K
川
又
は
的
科
医
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
と
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

三
外
国
に
お
い
て
侠
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
当
す
る
資
格
を
取
得
し
た
後
、
十
年
以
上
、
診
療
に
従
事
し
た
と

と
を
明
ら
か
に
す
る
川
類

3 
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臨
床
教
授
等
を
行
う
の
に
必
要
な
医
学
又
は
歯
科
医
学
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
献
す
る

書
類

五
患
者
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
能
力
を
前
項
に
規
定
す
る
者
又
は
臨
床
教
授
等
病
院
の
開
設
者
が
有
す
る

こ
と
を
託
す
る
書
類

六
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
態
右
し
く
は
言
語
機
能
若
し
く
は
蛙
需
の
機
能
の
障
害
又
は
府
娘
、
大
麻
若
し
く
は

あ
へ
ん
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
医
師
（
外
国
に
お
い
て
医
師
に
相
当
す
る
資

格
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
の
診
断
品
川
〈
前
項
に
規
定
す
る
者
が
自
ら
作
成
し
た
も
の
を
除
く
。
）

七
臨
床
教
授
等
を
行
お
う
と
す
る
臨
床
教
授
等
病
院
の
名
称
並
び
に
臨
床
教
授
等
病
院
ど
と
の
臨
床
枚
授
等
の

分
野
、
期
間
及
び
受
入
れ
に
関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
臨
床
教
授
等
責
任
者
の
氏
名
を
記
総
じ
た
臨
床
教

授
等
計
画
書

八
臨
床
教
授
等
そ
行
お
う
と
す
る
臨
床
教
授
等
病
続
の
長
及
び
受
入
れ
に
関
す
る
業
務
を
統
括
開
混
血
す
る
臨
床

教
授
等
責
任
者
の
承
諾
書

九
許
可
証
用
写
真
一
葉

3

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

臨
床
教
授
等
外
国
医
師
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
（
以
下
「
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
と
、
い
う
。
）
は
、

臨
床
教
授
等
計
画
室
聞
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
後
の
臨
床
教
授
等
に
係
る
第
二

項
第
八
号
の
承
諾
書
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
五
条
の
ニ
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
の
加
定
に

よ
り
証
明
室
官
が
交
付
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。

（
臨
床
修
練
の
許
可
の
有
効
期
間
に
係
る
更
新
の
申
請
手
続
）

第
五
条
の
三
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

二
号
に
よ
る
申
請
室
胃
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
四
条
第
一
一
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二
法
第
四
条
第
一
項
の
臨
床
修
練
許
可
証
（
第
六
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
臨
床
修
練
許
可
証
」
と

ぃ，ヮ。）

三
有
効
期
聞
を
更
新
す
る
と
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
で
き
る
書
類

3

第
一
項
の
申
請
室
聞
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
床
教
授
等
の
許
可
の
有
効
期
潤
に
係
る
更
新
の
申
請
手
続
）

第
五
条
の
四
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許

可
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
・
申
請
室
田
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
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前
項
の
申
請
室
胃
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
及
、
ひ
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
臨
床
教
授
等
許
可
証

（
次
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
臨
床
教
授
等
許
可
普
と
い
う
。
）

三
有
効
期
間
を
更
新
す
る
と
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
ζ

と
が
で
き
る
書
類

3
第
一
項
の
申
刊
州
告
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
中
「
法
第
四
条
第
一
項
の
臨
床
修
練
許
可
証
（
以
下
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
」
を
「
臨
床
修
練
許
可
証
及

び
臨
床
教
探
等
許
可
証
」
に
、
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
の
下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
涯
姉
等
」
を
加
え
、
「
、
許
可
証
」

を
「
、
臨
床
修
練
許
可
証
又
は
臨
床
教
授
等
許
可
証
（
以
下
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様

式
第
三
号
」
そ
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
の
下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
そ
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
峨
式
第
五
号
」
に
改
め
、
向
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
の

下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
姉
等
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
の
下
に
「
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
」
を
、
「
、
臨
床
修
練
」
の
下
に

「
又
は
臨
床
一
教
授
等
」
を
加
え
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
等
及
び
総
括
臨
床
教
授
等
責
任
者
）

第
十
条
臨
床
修
練
病
，
院
等
の
長
は
、
当
競
臨
床
修
練
病
院
等
に
お
け
る
臨
床
修
練
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必

哀
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
床
修
盤
制
導
医
等
の
う
ち
か
ら
一
人
を
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
若
し
く
は
総
括

臨
床
修
練
指
導
歯
科
医
又
は
総
括
臨
床
修
練
指
導
者
と
し
て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

2
臨
床
教
綬
等
病
院
の
長
は
、
当
該
臨
床
教
授
等
病
院
に
お
け
る
臨
床
教
授
等
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
床
教
授
等
賞
任
者
の
う
ち
か
ら
一
人
を
総
括
臨
床
教
授
等
責
任
者
と
し
て
選
任
す

る
も
の
と
す
る
。

（
臨
床
修
練
証
明
室
田
）

第
十
一
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
臨
床
修
練
病
院
等
の
長
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対

し
、
当
該
臨
床
修
練
外
国
阪
師
等
が
法
に
基
づ
き
臨
床
修
練
を
行
っ
た
旨
の
証
明
を
求
め
る
と
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
章
名
そ
付
す
る
。

第
三
章
雑
則

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
期
限
の
特
例
）

第
十
二
条
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
返
納
の
期
限
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
休
日
の
翌
日
を

も
っ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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29 平成26年 9月25日木曜日

様式第一号（第四条第一項及び第五条第一項関係）

宮 幸R （号外第 21 1号）

写真 収入印紙欄 ※許可番号

photo .revenue. stamp 

40醐×30剛

※許可年月日

臨床修練／臨床教授等許可申請書
APPLICATION.FOR PERMISSION FOR ADVANCED CLINICAL TRAINING/ CLINICAL TEACHING AND RESEARCH 

厚生労働大臣 殿
To・: Minister of Heal th, Labour and Welfare 

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定に基づき、関係書類を添えて臨床修練又は臨床

教授等の許可を申請します。
Under the provisions qf the Law concerning the Exceptional Cases of the Medical Practitioners' Act, Article 17, on 

the Advanced Clinical Training of Foreign Medical Practitioners, etc., I hereby apply for permission for advanced clinical 
training or clinical teaching and research, and submit the necessary documents. 

口臨床修練／Advancedclinical training 
目的／Purpose

口臨床教授／Clinicalteaching 口臨床研究／Clinicalresearch 

国籍 生年月日 年 月 日

Nationality Date of birth Year Month Day 

原語表記

in the original letters 

氏名 英語表記

Name in English 

日本語表記（カタカナ）

in Japanese Katakana 

性別／Sex 口男／Male 口女／Female

出生地／Place.of birth 

本国における居住地

Home town/city 

日本における居住地

Address in Japan 

電話番号／TelephoneNo. 

ロ帰国／Returnto your country 

臨床修練又は臨床教授等終了後の予定 勤務予定先／Intendedplace of work 

Plans after the advanced clinical training or 

clinical teaching and research ロその他／others

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



平成 26年 9月25日木曜日 官 報 （号外第211号） 30 

資格を取得した外国の国名

Country where the license is obtained 

資格を取得した年月日 年 月 日
外国医師（歯科医師・看護師等）

Date when the license is obtained Year Month Day 
資格

原語表記
Foreign license of 

in the original letters 
田edicalpractitioner 

資格の名称 英語表記
(dental practitioner • nurse) 

Na田eof the license in English 

日本語表記（カタカナ）

in Japanese Katakana 

成年被後見人又は被保佐人であることの有無 口なし／No

An adult ward or a person under curatorship 口あり／Yes

口なし／No

罰金以上の知lに処せられたことの有無 口あり／Yes
日本国及び外国において

Fine or severer punishment 具体的内容／Details
欠格事由に該当しない旨の申述

Declaration that applicant has 
口なし／No

医業停止等の行政処分を受けたことの有無 口あり／Yes
not come under grounds for 

li己ense suspension 具体的内容／Details
disqualification 

in Japan or overseas 
口なし／No

医事に関し、犯罪又は不正の行為を行ったことの有無 口あり／Yes

Criminal records concerning medical affairs 具体的内容／Details

以上の記載内容は事実と相違ありません。

I hereby declare that the statement given above is true and correct. 

年 月 日

Year Month 且z

（注 意） 1. 用紙の大きさは、日本工業規格A~IJ4番とすること。
(Remarks) Use the paper of Japan Industry Size A 4. 

2. ※印の欄には、記入しないこと。

Column with※sigri is for official use only. 

3. 黒ボーノレベンを用い、かい書又はプロック体ではっきり記入すること。

Write clearly in block letters with ball -point pen. 

4. 収入印紙には、消印をしないこと。

Don’t seal the revenue.stamp. 

5. 指示のない欄は日本語又は英語で記入すること。

Fill in Japanese or English except in indicated cases. 
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31 平成 26年 9月25日木曜日 官 報 （号外第 211号）

様式第二号（第五条の三第一項及び第五条の四第一項関係）

写真 収入印紙欄

photo revenue stamp 
※許可番号

40凹×30mm

※許可年月日

臨床修練／臨床教授等許可更新申請書
APPLICATION FOR RENEWAL OF EFFECTIVE TERM OF PERMISSION FOR ADVANCED CLINICAL TRAINING 

ノCLINICALTEACHING必IDRESEARCH 

厚生労働大臣 殿

To: Minister of Health, Labour and Welfare 

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定に基づき、関係書類を添えて臨床修練又は臨床

教授等の許可の有効期間の更新を申諒します。

Under the provisions of the Law concerning the Exceptional Cases of the Medical Practitioners’ Act, Article 17, on 
the Advanced Clinical Training of Foreign Medical Practitioners, etc., I hereby apply for renewal of the effective term 
of the permission for advanced clinical training or clinical teaching and research, and submit the necessary documents. 

許可番号 許可年月日 年 月 日

Permission No. Date of permission Year Month Day 

目的／Purpose
口臨床修練／Advancedclinical training 

口臨床教授／Clinicalteaching口臨床研究／Clinicalresearch 

国籍 生年月日 年 月 日

Nationality Date of birth Year Month Day 

原語表記

in the original letters 

氏名 英語表記

Name in English 

日本語表記（カタカナ）

in Japanese Katakana 

日本における居住地

Address in Japan 

電話番号／TelephoneNo. 

更新の理由

Reason for renewal 

口帰国／Returnto your country 

臨床修練又は臨床教授等終了後の予定 勤務予定先／Intendedplace of work 

Plans after the advanced clinical training or 

clinical teaching and research 口その他／others

全日本病院協会　医療行政情報 
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成年被後見人又は被保佐人であることの有無 口なし／No

An adult ward or a person under curatorship 口あり／Yes

口なし／No

罰金以上の刑に処せられたことの有無 口あり／Yes
日本国及び外国において

Fine or severer punishment 具体的内容／Details
欠格事由に該当しない旨の申述

口なし／No
Declaration that applicant has 

医業停止等の行政処分を受けたことの有無 口あり／Yes
not come under grounds for 

license suspension 具体的内容／Details
disqualification 

in Japan or overseas 
ロなし／No

医事に関し、犯罪又は不正の行為を行ったことの有無 口あり／Yes

Criminal records concerning medical affairs 具体的内容／Details

以上の記載内容は事実と相違ありません。

I hereby declare that the statement given above is true and correct. 

年 月 日

Year Month Day 

（注 意） 1. 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

(Remarks) Use the paper of Japan Industry Size A 4. 

2目 ※印の欄lζは、記入しないこと。

Column with※sign is for official use only. 

3. 黒ボーノレペンを用い、かい書又はブロック体で、はっきり記入すること。

Write clearly in block letters with ball -point pen. 

4. 収入印紙には、消印をしないこと。

Don’t seal the revenue stamp. 

5. 指示のない欄は日本語又は英語で記入すること。

Fill in Japanese or English except in indicated cases. 
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33 平成 26年 9月25日木曜日 宮 報 （号外第 211号）

様式第三号（第六条関係）

（表面）

外国医師（外国歯科医師・外国看護師等）

Foreign Medical Practitioner (Foreign Dental Practitioner • Foreign Nurse) 

臨床修練許可証／臨床教授等許可証

CER＇恒FICATE OF PERMISSION OF ADVANCED CLINICAL TRAINING / CLINICAL TEACHING AND RESEARCH 

許可の種別 口臨床修練／AdvancedClinicai ’!'raining 
骨peof Permission 口臨床教授等／ClinicalTeaching and Research 

国籍

Nationality 

（ローマ字）

氏名 .(in Roman Letters) 

Nam日 （カタカナ）

(in Japanese Katakana) 

許可番号 年 月 日

(Permit No.) Date of Permit Year Month Day 

許可の期限 年 月 日

写真 Term of Permission Until Year Month Day 

ぐな印photo 

厚生労働大臣

Minister of Health , Labour and Welfare 

〈裏面）

（注意事項）

(Remarks) 

1. 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等は、厚生労働大臣の指定する病院又は診療所

において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者の実地の指導監督の下に臨床修練を行わなけ

ればならない。

Foreign medical practitioners, dental practitioners or nurses are permitted for advanced clinical training, only under 

the tuition and supervision of clinical instructors in the hospitals or clinics designated by the Minister of Health, 

Labour and Welfare. 

2.臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師は、厚生労働大臣の指定する病院において臨床教授等を行わなければな

らない。

Foreign medical practitioners or dental practitioners are permitted for clinical teaching and research, only in the 

hospitals designated by the Minister of Health, Labour and Welfare. 

3.許可の条件は、次のとおりとする。

Conditions of permission is as follows. 

~·外国医師又は外国歯科医師は、処方せんの交付を行うことができない。

Foreign medical practitioners or dental practitioners are not permitted to issue prescriptions. 

よL外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等は、臨床修練又は臨床教授等を行う時、この許可証を見やすい位置に着

用しなければならない。

During clinical training or clinical teaching and research, foreign medical practitioners, dental practitfoners or 

nurses must wear this certificate at a visible place. 
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平成26年9月25日木曜日

様式第四号（第七条第二項関係）

官 報 （号外第.211号） 34 

｜※書換交付年月日｜

臨床修練許可証／臨床教授等許可証書換え交付申請書
APPLICATIO削 FORREWRITING CERTIFICATE OF 印刷ISSIONOF ADVANCED CLINICAL TRAINING / CLINIC冶LTEACHING必IDRESEARCH 

口臨床修練許可証
許可証の種別 I Certification of Permission of Advanced clinical training 

Type of Certification of Permission ｜口臨床教授等許可証

Certification .of Permission of Clinical teaching and research 

許可番号
Permit No. 

許可年月日
Date of Permit 

年 月
Month 

日
Day Year 

変更を生じた事項
Items to change 

~ 更 前 変 更 後
before Change after Change 

国 籍
Nationality ' 

氏 名
Name 

（原語）
(in Original Letters) 

（ローマ字）
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) (Last) (First) (Middle) 

〈カタカナ）
(in Japanese Katakana) (Last) (First) (Middle) (Last) (First) (Middle) 

変更の事由
Rea~on for Change 

上記により、関係書類を添えて査豆韮の書換え交付を申請します。
As mentioned above, I hereby apply for rewriting the Certificate of Permission, and submit the 

necessary documents. 

日本における居住地
Present Address in Japan c./ o 方

電話番号 Tel. No. 

（原語）
(in original Letters} 

氏 名 （ローマ字）
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

Name 

（カタカナ）
(in Japanese Katakana) (Last) (First) (Middle) 

生年月 日 年 月 日
Date of Birth Year Month Day 

厚生労働大臣
To: Minister of Health,Labour and Welfare 

殿

(Date) 年
Year 

月
Month 

日
Day 

署名
Signature 
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35 平成 26年 9月25日木曜日

様式第五号（第八条第二項関係）

｜※許可番号 l

官 報 （号外第 211.号）

臨床修練許可証／臨床教授等許可証再交付申請書
APPLICATION FOR REISSUE OF CERTIFICATE OF PERMISSION OF.ADV心配凹 CLINICALTRAINING / CLINICAL TEACHING AND RESEARCH 

口臨床修練許可証
許可証の種別 I Certification of Permission of Advanced clinical training 

Type of Certification of Permission ｜口臨床教授等許可証

Certification of Permission of Clinical teaching and research 

許可番号 許可年月日 年 月 日
Permit No. Date of Permit Year Month Day 

！ 国～九N尚陶a抗t“山山ω叫…i灼川凶叫。∞伽叫na叫a叫1 I ~ace ~ Bir~ ] 

氏 名 Name 
（原語） (in Original Letters) 

（ローマ字）
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

（カタカナ）
(in Japanese Katakana) (Last) (First) (Middle) 

（性 Sex ~lj] 男 女
Male Female 

生年月 日 年 月 日
Date of Birth Year Month Day 

上記の許可証を（破った・汚した・失った）ので、関係書類を添えて許可証の再交付を申請します。
I hereby apply for the reissue of the Certificate of Permission, and submit the necessary 

documents. 

日本における居住地
Present Address in Japan c／。 方

電話番 号 Tel. No. 

（原語）
(in Original Letters) 

氏 名
（ローマ字）
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

Name 

（カタカナ）
(in Japanese Katakana) (Last) (First) (Middle) 

生年 月 日 年 月 日
Date of Birth Year Month Day 

J厚生労働大臣 殿
To: Minister of Health, Labour and Welfare 

(Date) 年
Year 

月
Month 

日
Day 

主ー金
Signature 
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平成 26年 9月 25日木曜日 官 幸良 （号外第 21 1号） 36 

様式第六号（第十一条関係）

臨床修練証明書
CERTIFICATE OF ADVANNCED CLINICAL TRAINING 

出生盟
Place of Birth 

氏名（原語）

On Original Letters) 

(Name) 

包ニヱ宣i
(in Roman Letters) (Last) (First) (Middle) 

生年月日 年 月 日

Date of Birth Year Month Day 

上記の者は、次のとおり、臨床修練を行った者であることを証明する。
This is to certify that the person mentioned above received the advanced clinical training ,as follows. 

1. 臨床修練を行った病院の名称

Name of hospital in which he/ she has received advanced clinical traininng 

2. 臨床修練の内容

Details of advanced clinical training 

3. 臨床修練の期間
Term of advanced clinical training 

(Date) 
年
目
制ρし

VY
 

月

Month 
日

Day 

直隆史圭
Presidennt of Hospital 

臨床修練指導医（指導歯科医・指導者） 印

印

Clinical Instructor 

上記の者は、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第 17条等の特例等に関する法律第3

条第1項の規定に基づき、臨床修練の許可を受けた者であることを証明する。
This is to certify that under the provision of Article 3, Paragraph 1 of the Law concerning the 

Exceptional Cases of the Medical Practitioners Act, Articl巴17,on the Advanced Clinical Training of 

Foreign Medical Practitioners, etc., the person mentioned above was granted permission for advanced 

clinical training. 

(Date) 
年
ぽρい

WY
 

月

Month 

日

Day 

厚生労働大臣

Minister of Health, Labour and Welfare 
印
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様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
を
削
る
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
設
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

一
第
三
条
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
態
古
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六

一
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
知
一
一
一
十
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一
（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

一
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

一
第
四
条
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

一
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
行
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
別
表
第
一
表
二
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六

一
十
二
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
項
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
制
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関

一
す
る
法
律
」
を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
笥
に
関
す
る
法
律
」
に
改

一
め
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
一
条
の
六
」
を
加
え
る
。

一
（
高
度
専
門
医
療
に
隠
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の

一
一
部
改
正
）

一
第
五
条
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省

一
令
（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
十
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条

一

第

一

項

校
一
（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

一
三
一
一
第
六
条
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
外
国
医
師
の
臨
床
修
練
」
を
「
外
国
医
師
等
の
臨
床
修
制
及
び
臨
床
教
授
等
」
に

改
め
、
「
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
「
、
臨
床
修
織
の
許
可
及
び
臨
床
修
練
指
導
匹
の
認
定
」
を
「
並

び
に
臨
床
修
練
及
び
臨
床
教
授
等
の
許
可
」
に
改
め
、
「
乙
と
」
の
下
に
「
（
仙
諌
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

ー
と
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2

平
成
二
十
六
年
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
波
法
施
行
規
則
（
以
下
と
の
項
に
お
い
て
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
三
十
三
の
三
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
に
係
る
新
規
則
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
一
月
十
四
日
」
と
す
る
。

3

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
と
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
と
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
似
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

4
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
と
れ
を
取
り
絡
っ
て
使
用
す

る
乙
と
が
で
き
る
。

（号外第 2.1 1号），官木曜日平成 26年 9月25日37 
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42 （号外第 21 1号）幸日官木曜日平成 26年9月 25日

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号

地
域
に
お
け
る
阪
山
町
妙
、
ひ
介
端
院
の
総
九
日
的
な
山
川
保
そ
出
批
准
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
般
傍
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
川
町
つ
厚
生
労
働
省
関
係
見
刊
の
料
品
に
聞
す
る
省
令
（
平
成
一
干
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
八
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
仏
民
び
限
山
州
法
施
行
刈
川
（
附
和
二
十
コ
一
年
一
叩
生
白
令
め
五
十
号
）
第
一
一
一
十
条
の
三
十
三
の
六
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
－
K
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
川
－
氏
二
十
十
六
年
卜
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平

成

二

十

六

年

九

月

二

十

五

日

厚

生

労

働

大

臣

塩

崎

恭

久

医
療
法
的
行
川
川
第
コ
干
条
の
三
十
三
の
六
第
一
項
の
規
定
に
訊
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
、
か
定
め
る
方
法

．k
出
法
施
行
川
則
（
昭
和
二
十
二
一
午
以
生
的
行
第
五
十
口
勺
C

以
下
「
川
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第

一
引
の
畑
山
花
に
ぷ
づ
き
、
医
山
町
法
施
行
川
則
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
一
一
項
の
刻
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
方
以
は
、
次
の
表
の
知
一
川
に
出
向
げ
る
初
比
口
内
容
に
応
じ
、
同
表
の
第
二
間
に
掲
げ
る
報
告
単
位
を
基
本
と
し
て
、

同
点
の
第
三
制
に
刑
判
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

hη
リ
ド
レ
九
円
、
J
6
2
J
aい
H
じ

d
引
lυ
’

d
レ
日
ム
日

（
医
療
法
F

昭

和
二
十
一
一
一
年
l

法
作
第
二
百

五
号
G

以
下

「
法
」
と
い

う
。
）
第
一
一
干

条
の
三
第
二

羽
第
五
号
に

規
定
す
る
病

床
の
機
能
を

い
う
。
以
下

同
じ
。
）

構
造
花
川
及

び
人
川
の
間

間
そ
の
他
必

要
な
事
項

｜幾lζ
能）；lnJ~.
7在約｜手口
寸三｜告

§.十｜内H 山 Eιり

ゾ，ネ： I J仁子
市の
臼十

才；；1fj
tJ・-
るJfi

病第
11；ー
の号

二
法
第
一
．
一
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号

に
知
定
す
る
甘
高
津
日
後
病
床
機
能

一
等
病
床
数
、
入
札
の
別
組
、
医
療
機
能

イ
約
床
数

山
一
阪
病
床
川
町
び
山
町
長
病
床
ど
と

の
許
可
病
床
数

ωω
の
府
休
紋
の
う
ち
、
許
可
を

受
け
た
病
床
に
係
る
業
務
そ
行
っ

て
い
る
も
の
の
数

同
一
般
的
床
に
あ
っ
て
は
、
山
及

び
凶
の
そ
れ
ぞ
れ
の
病
床
数
の
う

ち
、
医
療
以
品
川
行
胤
則
等
の
一
仰

を
改
正
寸
る
省
令
（
平
成
十
一
一
一
年

厚
生
労
川
省
令
め
八
号
）
附
則
第

五
条
の
問
釘
病
院
法
物
内
の
療
養

病
床
に
係
る
山
中
京
以
外
の
病
室
に

係
る
も
の
の
数

げ
間
療
養
病
床
に
あ
っ
て
は
、
山
及

び
凶
の
そ
れ
ぞ
れ
の
病
床
以
の
う

ち
、
位
以
保
険
法
等
の
一
部
ル
」
改

正
す
る
法
作
（
平
成
十
八
年
法
作

第
八
士
一
一
号
）
！
附
川
知
百
二
一
十
条

の
二
術
調
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
そ
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
川
法
第
二
十
六
条
の
規
定
正
よ

る
改
直
前
の
介
簡
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
知
百
二
十
三
号
）
第
四

十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
指
定
介
預
僚
主
役
型
医
療
施
設
に

係
る
も
の
の
数

抑
制
告
単
位

じをうii字病
Jいち療棟

うlで所（
υ鮮の病

以の病院
下も床又
向ののは

病
H~ 

病
棟
（
ロ
に
あ
っ

て
は
、
的
棟
及
び

病
院
又
は
診
療

所
、
ハ
（
山
及
び

凶
そ
除
く
。
）
に

あ
っ
て
は
、
病
院

又
は
診
療
所
）

法フ

イ

生｜各ヲモE字｜墾
3プ iL_  "V＂＇－＇土日 f弘 l日

記！日号、経｜喜
す

主｜ 記法アの

フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方

法
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ロ
人
員
の
配
置

山
助
産
師
、
百
縄
師
、
准
看
護
師

及
び
看
市
川
補
助
者
の
紋

ω
薬
剤
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
話
聴
党
土
及
び
臨
床

工
学
技
士
の
数

ハ
医
療
機
器
等

山
主
と
す
る
ぷ
療
科
目

凶
算
定
す
る
入
院
基
本
料
及
び
特

定
入
院
料

ω
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病

院
の
病
棟
並
び
に
知
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
病
続
、
基
礎
係
数
、
暫

定
調
整
係
段
、
機
能
・
評
価
係
数
T

及
び
機
能
訓
価
係
数
E
（
平
成
一
－

十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六

十
五
号
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

病
院
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
の
別

凶
在
宅
療
養
支
援
病
院
（
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
別

表
第
一
医
科
珍
療
判
例
点
数
公

（
以
下
「
医
ミ
点
数
表
」
と
い
う
れ
一
）

の
区
ノ
刀
番
号
C
0
0
0
に
掲
げ
る

往
診
料
の
注
ー
に
規
定
す
る
在
宅

療
養
支
援
病
院
を
い
r

つ
の
以
下
と

の
凶
に
お
い
て
同
じ
J
、
在
宅
療

養
支
援
診
療
所
（
医
科
点
以
表
の

区
分
番
守
B
0
0
4に
掲
げ
る
退

院
時
共
同
指
導
料
ー
に
加
定
す
る

在
宅
翠
資
支
援
診
療
所
を
い
う
υ

以
下
と
の
川
聞
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
在
宅
療
長
後
方
支
援
病
院
（
医

科
点
数
表
の
区
分
寄
場
C
0
1
2

に
掲
げ
る
在
宅
忠
者
共
同
診
療
科

の
注
ー
に
規
定
す
る
在
宅
療
援
後

方
支
援
病
院
を
い
う
。
以
下
ζ
の

凶
に
お
い
て
悶
じ
。
）
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
病
院
又
は
静
療
所
に
あ
っ

て
は
、
在
宅
療
養
支
桜
漏
続
、
在

宅
療
養
支
援
診
療
所
又
は
在
宅
療

養
後
方
支
援
病
院
の
い
ず
れ
に
該

当
す
る
か
の
別
並
び
に
病
院
又
は

診
療
所
及
び
病
院
又
は
診
紋
所
以

外
に
お
け
る
看
取
り
数

ぽ
救
急
病
院
等
そ
定
め
る
省
令

（
昭
和
一
一
一
十
九
年
厚
生
行
令
第
八

号
）
第
ご
条
第
一
項
の
救
急
的
院

又
は
救
急
診
療
所
で
あ
る
病
院
又

は
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

附
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置

の
数ω

六
十
四
列
以
上
の
検
山
器
を

有
す
る
コ
ン
ピ
子
l
タ
断
層
撮

影
装
置
の
数

幸良官木曜日平成 26年 9月25日43 

入
院
患
者
に

提
供
す
る
医

療
の
内
容

ω
十
六
列
以
上
六
十
四
列
未
満

の
検
出
器
そ
有
す
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
の
数

ω
十
六
列
未
満
の
検
出
朋
仰
を
有

す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影

装
置
の
数

間
磁
気
共
鳴
州
惚
診
断
渓
置
の
数

川
静
桜
川
必
ぼ
が
三
テ
ス
ラ
以

上
の
磁
気
共
的
画
像
診
断
装
附

の
数

山
静
磁
均
強
此
が
一
・
五
テ
ス

ラ
以
上
三
テ
ス
ラ
未
満
の
磁
気

共
鴨
川
像
心
断
装
置
の
数

倒
的
限
切
強
度
、
か
一
・
五
テ
ス

ラ
未
品
の
磁
気
共
鳴
画
像
診
断

渋
仰
の
数

矧
血
代
連
続
撮
影
装
置
の
数

削

Q
J
P
R
C
T装
置
の
数

日

P
E
T装
同
一
の
数

日
的
度
変
叩
州
放
’
射
線
治
彼
（
I
M

R
T）
を
行
う
た
め
の
凶
阿
部
の
数

問
池
川
操
作
式
密
封
小
紋
源
治
療

装
置
の
数

帥
串
平
川
の
退
院
後
の
療
誌
に
必
要

な
川
山
州
出
向
療
ザ

1
ビ
ス
又
は
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
机
注
目
す
る
者
と
の
連

慌
を
行
う
部
門
の
設
内
の
有
無
及

び
当
該
部
門
の
防
成
川
の
数

四
人
棟
患
者
の
状
況

イ
新
岡
入
州
患
者
の
人
数

ロ
在
棟
患
者
の
延
べ
人
数

ハ
退
棟
患
者
の
人
数

ニ
入
棟
前
の
相
場
所
別
の
入
椋
患
者
の

人
数

ホ
予
定
入
院
（
あ
ら
か
じ
め
入
院
す

る
ζ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
均
合
の
入

院
を
い
う
。
）
及
び
緊
急
入
院
（
主

Z比

入
院
以
外
の
入
院
そ
い
う
。
）
の
患
者

の
人
法

ヘ
退
机
伐
の
場
所
別
の
退
棟
患
者
の

人
数

ト
退
棟
後
に
居
宅
等
に
お
け
る
医
療

の
提
似
そ
必
必
と
す
る
退
陳
患
者
の

人
数

五
手
術
の
実
施
状
況

イ
手
術
の
総
件
数
及
び
そ
の
臓
器
別

の
内
訳

ロ
全
身
府
酔
の
手
術
の
件
数
及
び
そ

の
間
以
別
の
内
訳

ハ
胸
腔
鏡
下
手
術
の
実
施
件
数

ニ
山
際
鏡
下
手
術
の
実
施
件
紋

ホ
内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器
加
算
の

算
定
件
数

病
棟

病
棟

フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方

法喜下プ六規
「ト第則

」レ情三第
と~報項三
いフにに十
うトよ規条
J情る定の
報方す三
に法る十
よ（レ三
る以セの
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七
重
症
の
患
者
へ
の
対
応
状
況

イ
ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
管
理
加
算
の
算
一

定

件

数

一

ロ
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
皮
婦
共
思
議
坦
料
一

佃

の

算

定

件

数

一

ハ
救
急
搬
送
診
療
料
の
算
定
件
数
一

ニ
数
観
血
約
肺
動
脈
庄
測
定
の
実
施
件
一

ホ
持
続
緩
徐
式
血
液
憾
過
の
実
施
件
一
’

数

一

ヘ
大
動
脈
バ
ル
ー
ン
パ
ン
ピ
ン
グ
法
一

の

実

施

件

数

一

ト
経
皮
的
心
肺
補
助
法
の
実
施
件
数
一

チ
補
助
人
工
心
臓
・
植
込
型
補
助
人
’
一

工

心

臓

の

実

施

件

数

一

リ
一
日
当
た
り
の
頭
蓋
内
圧
持
続
測
一

定

の

実

施

件

数

一

ヌ

人

工

心

筋

の

実

施

件

数

一

ル
血
祭
交
換
療
活
の
実
施
件
数
一

ヲ
吸
着
式
血
液
浄
化
法
の
実
施
件
数
一

ワ
血
球
成
分
除
去
持
法
の
実
施
件
数
一

カ
患
者
の
重
症
度
、
医
療
・
看
事
必
一

要
度
に
つ
い
て
測
定
走
行
っ
て
い
る
一

病
棟
に
あ
っ
て
は
、
一
般
病
棟
用
の
一

重
症
度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
の
基
一

準
を
満
た
す
串
当
官
の
割
合

六
が
ん
、
脳
卒
中
、
心
筋
梗
塞
そ
の
他
一
病
棟

の
疾
患
の
治
療
状
況

イ
窓
性
腹
世
間
手
術
の
実
施
件
数

ロ
病
理
組
織
標
本
の
作
製
件
数

ハ
術
中
迅
速
病
理
組
織
様
本
の
作
製

件
数

ニ
放
射
線
治
療
の
実
施
件
数

ホ
化
学
療
法
の
実
施
件
数

ヘ
が
ん
患
者
指
導
管
理
料
1
及
び
2

の
算
定
件
数

ト
抗
悪
性
腹
湯
剤
局
所
持
続
注
入
の

実
施
件
数

チ
肝
動
脈
塞
桧
を
伴
う
抗
悪
性
腫
蕩

剤
肝
動
脈
拘
注
入
の
実
施
件
数

リ
分
娩
の
実
施
件
数

ヌ
超
急
性
期
脳
卒
中
加
算
の
算
定
件

来
究

ル
脳
血
管
内
宅
街
の
実
施
件
数

ヲ
経
皮
的
冠
動
脈
形
成
術
の
実
施
件

数
ワ
入
院
精
神
療
法
山
の
算
定
件
数

カ
精
神
科
リ
エ
ゾ
ン
チ
1
ム
加
算
の

算
定
件
数

病
棟

レ
セ
ブ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

（
カ
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ

ル
等
に
記
録
す
る
方
法
）

レ
セ
ブ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

（
リ
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ

ル
等
に
記
録
す
る
方
法
）

八
救
急
医
出
の
実
施
状
、
況

イ
院
内
ト
リ
ア
1
ジ
実
施
料
の
算
定

件
数

ロ
夜
間
休
臼
救
急
限
送
医
学
管
理
料
一

の

算

定

件

紋

一

ハ
精
神
科
疾
患
患
者
等
受
入
加
算
の
一

算

定

件

数

一

ニ
救
急
医
震
百
理
加
刀
l
及
び
2
の
一

算

定

件

数

一

ホ
在
宅
患
者
緊
急
入
院
診
療
加
算
の
一

算

定

件

紋

一

へ
紋
急
服
送
忠
省
地
域
連
防
紹
介
加
一

算

の

算

定

件

数

一

ト
地
域
迎
携
治
療
計
画
管
理
料
の
算
一

定

件

数

一

チ
救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管
の
実
一

施

件

数

一

一

リ
休
表
面
ペ
l
シ
ン
グ
法
又
は
食
道
一

ペ
l
シ
ン
グ
法
の
実
一
件
数
一

ヌ
非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
実
施
一

件

数

一

ル
カ
ウ
ン
タ
ー
シ
ョ
ッ
ク
の
実
施
件
一

ゐ
羽
ヘ

e

一

難

女

一

ヲ

ω鰻
鋭

利

の

実

施

件

数

一

ワ
金
道
圧
迫
止
血
チ
ュ
ー
ブ
挿
入
法
一

の

実

施

件

数

一

カ
休
日
又
は
夜
間
に
受
診
し
た
患
者
一

の

数

一

ヨ
カ
の
患
者
の
う
ち
診
察
後
、
直
ち
一

に
入
院
と
な
っ
た
患
者
の
数
一

タ

救

急

車

の

受

入

件

数

一

九
一
急
性
期
そ
経
過
し
た
患
者
及
び
在
宅
一

復
帰
に
対
す
る
支
援
の
状
況
一

イ
退
院
却
整
加
算
1
及
び
2
の
算
定
一

件
数

i

一

ロ
救
急
・
在
宅
等
支
援
病
山
初
期
加
一

民
及
び
収
法
・
在
宅
等
支
援
療
養
病
一

床

初

期

加

算

の

灯

定

件

数

一

ハ
救
急
服
送
患
者
地
時
連
携
受
入
口
一

算

の

算

定

件

数

一

ニ
ー
地
域
迎
挑
診
純
計
画
退
院
時
指
導
一

料

山

の

月

定

件

数

一

ホ
退
院
時
共
同
指
導
料
2
の
算
定
件
一

数

｛

l

j

一

ヘ
介
護
支
援
連
語
指
導
料
の
算
定
件
一

市

式

匂

ー

一

応

次

一

ト
退
院
時
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
一

存

料

の

路

定

一

数

一

チ
退
院
前
訪
問
指
導
料
の
算
定
件
数
一

十
重
症
患
者
に
対
す
る
治
療
等
の
実
施

状
況

イ
中
心
静
脈
注
射
の
実
施
件
数

ロ
呼
吸
、
心
拍
監
視
の
実
施
件
数

ハ
酸
素
吸
入
の
実
施
件
数

病
棟

病
棟

療はま病
t'1, .＇で棟

院E百
又叩か
はつら
診てタ

るは（レ
方、カセ
法フかプ
）アらト
イタ情
／レま報
等でに
｝こによ
記あるI

録つ方
すて法

レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
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ニ
一
日
当
た
り
の
観
血
的
動
脈
圧
測

定
の
実
施
件
数

ホ

ド

レ

l
ン
法
及
び
胸
腔
又
は
腹
腔

洗
浄
の
実
施
件
数

ヘ
一
日
当
た
り
の
人
工
呼
吸
の
実
施

件
数

ト
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
潅
流
の
実
施

件
数

チ
経
管
栄
養
カ
テ

l
テ
ル
交
換
法
の

実
施
件
数

十
一
疾
患
に
応
じ
た
リ
ハ
ビ
リ
テ

1

シ
ヨ
ン
及
び
早
期
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
状
況

イ
疾
患
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料

の
算
定
件
数

ロ
早
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加
算

の
算
定
件
数

ハ
初
期
加
算
の
算
定
件
数

ニ
摂
食
機
能
療
法
の
実
施
件
数

ホ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
充
実
加
算

の
算
定
件
数

ヘ
体
制
強
化
加
算
の
算
定
件
数

ト
休
日
リ
ハ
ビ
リ
テ
1
シ
河
ン
提
供

体
制
加
算
の
算
定
件
数

チ
入
院
時
訪
問
指
導
加
算
の
算
定
件

数
リ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
相
濯
定

必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
患
者
の
割

ム口

ヌ
一
日
に
提
供
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
l

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
算
定
す
る
入
院
患

者
一
人
当
た
り
の
平
均
単
位
数

ル
一
年
間
に
お
け
る
退
棟
患
者
数
の

合
計

ヲ
回
毎
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

棟
入
院
料
を
算
定
し
て
い
る
病
棟
に

あ
っ
て
は
、
ル
の
串
寝
台
の
う
ち
、
入

棟
時
の
日
常
生
活
機
能
評
価
（
基
本

診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
こ
十

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
）

第
九
の
十
の
何
回
チ
又
は
岡
山
凶
ト
の
円

常
生
活
機
能
の
評
価
を
い
う
。
ワ
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
十
点
以
上
で
あ
っ

た
者
の
数

ワ
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

棟
入
院
料
を
算
定
し
て
い
る
病
棟
に

あ
っ
て
は
、
ル
の
患
者
の
う
ち
、
退

株
時
（
転
棟
時
を
含
む
つ
〉
の
日
常
生

活
機
能
評
価
が
、
入
棟
時
に
比
較
し

て
四
点
以
上
（
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
2
又
は
3

を
算
定
し
て
い
る
病
棟
に
あ
っ
て

は
、
で
一
点
以
上
）
改
善
し
て
い
た
者

の
数

病
t!l! 

るは（レ
方、リセ
法フかブ
）アらト
イワ｛育
ルま報
等でlこ
に！こよ
記ある
録つ方
すて法

十
ニハロ イ二
件祷tの匡
t'l.重重 f算療長

官露響碍理
J白箔柄数棟養
治処実入患
蕩箇施 院者
管の加基の
理2毎日本受
加施の 料入
算件算 I状
の数~ 及況
算件
定数 2

十
三
重
伎
の
樟
役
者
等
の
受
入
状
況

イ
州
病
等
特
別
入
院
診
療
加
算
の
算

定
件
数

ロ
特
妹
疾
患
入
院
施
設
作
理
加
算
の

算
定
件
数

ハ
超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算

及
び
準
超
重
症
児
（
者
）
牛
入
院
診
療

加
算
の
幻
定
件
数

ニ
強
度
行
動
障
中
山
入
院
医
療
管
理
加

算
の

η定
件
数

十
四
病
床
そ
有
す
る
紗
療
所
の
機
能

イ
往
診
が
］
行
っ
た
串
笠
告
の
数

ロ
訪
問
診
療
の
実
施
回
数

ハ
診
療
所
内
及
び
診
涼
所
外
で
の
看

取
り
の
数

こ
有
床
診
旅
所
入
院
基
本
料
及
び
有

床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の

算
定
件
数

ホ
病
状
が
急
変
し
た
患
者
の
入
棟
件

数
ヘ
過
去
一
年
間
の
新
規
入
棟
患
者
の

う
ち
、
他
の
急
性
期
医
療
を
行
う
病

院
か
ら
受
入
れ
な
行
っ
た
患
者
の
割

b
口

ト
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
役
割

病
棟

病
棟

レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

レ
セ
ブ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

ブ法フ
ト（ア
情ニイ
幸誌にlレ
lこあ等
よつに
るて記

草寺
）レる
セ方

附

則

当
分
の
閥
、
第
一
朗
婦
五
号
、
第
六
号
（
り
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
志
号
（
カ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八

号
（
カ
か
ら
タ
ま
で
に
係
る
部
分
そ
除
く
。
）
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
（
リ
か
ら
ワ
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

一
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
（
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
報
告
内
容
に
係
る
第
二
間
に
掲
け
る
報

ι

告
単
位
に
つ
い
て
は
、
関
川
中
↓
病
棟
」
と
あ
る
の
は
、
「
病
院
又
は
診
療
所
」
と
す
る
。
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地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

等
に
関
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文
目
次

。。
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
r

（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
（
抄
）

（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・

ρ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：

5

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
6

。。
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。
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）

（抄）

改

正

案

（
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
一
条
（
略
）

第
二
条

（略）

第
三
条
（
略
）

2

刑
事
施
設
、
少
年
院
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
又
は
入
国
者

収
容
所
若
し
く
は
地
方
入
国
管
理
局
の
中
に
設
け
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所

に
つ
い
て
は
、
法
第
六
条
の
一
ニ
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
並
び
に
第
三
十
条
の
十
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

3

皇
室
用
財
産
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
条
の
十

二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
基
準
病
床
数
の
算
定
の
特
例
）

第
五
条
の
二
（
略
）

2

法
第
三
十
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
十
二
号
に
規

定
す
る
基
準
病
床
数
（
以
下
「
基
準
病
床
数
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
同
条

第
五
項
に
規
定
す
る
基
準
（
以
下
「
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
い

こ
と
と
す
る
場
合
の
基
準
病
床
数
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
算
定
基
準
に
従
い
算
定
し
た
数
に
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の

同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同

意
を
得
た
数
と
す
る
。

（
第
一
条
関
係
）

現

（
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
一
条
（
略
）

第
二
条

（略）

〈
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

’ーイ丁

第
三
条
（
略
）

2

刑
事
施
設
、
少
年
院
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
又
は
入
国
者

収
容
所
若
し
く
は
地
方
入
国
管
理
局
の
中
に
設
け
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所

に
つ
い
て
は
、
法
第
六
条
の
三
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

（
基
準
病
床
数
の
算
定
の
特
例
）

第
五
条
の
二
（
略
）

2

法
第
三
十
条
の
四
第
一
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
十
一
号
に
規

定
す
る
基
準
病
床
数
（
以
下
「
基
準
病
床
数
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
同
条

第
五
項
に
規
定
す
る
基
準
（
以
下
「
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
い

こ
と
と
す
る
場
合
の
基
準
病
床
数
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
算
定
基
準
に
従
い
算
定
し
た
数
に
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の

同
意
を
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同

意
を
得
た
数
と
す
る
。

t
I
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第
五
条
の
三

（略）

第
五
条
の
四

（略）

（
登
記
の
届
出
）

第
五
条
の
十
二
医
療
法
人
が
、
組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二

十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
た
と
き
は
、
登
記
事
項
及
び
登
記
の
年
月

日
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
登
記
事
項
が
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
五

条
第
六
項
及
び
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可

に
係
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
記
の
年
月
日
を
届
け
出
る
も
の
と
す

す

Q

。（
書
類
の
保
存
期
間
）

第
五
条
の
十
四
（
略
）

第
五
条
の
十
五
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
病
院
、
診
療
所
又
は

介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
係
る
第
五
条
の
玉
及
び
前
三

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
玉
中
「
法
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
当
該
医
療
法
人
の

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大

臣
」
と
、
第
五
条
の
十
二
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働

大
臣
」
と
、
「
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条

第
六
項
及
び
第
五
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第

五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
六
項
及
び
第
五
十
七
条
第
五
項
」
と
、
前

二
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
す
る
。

第
五
条
の
三

（略）

第
五
条
の
四

（略）

（
登
記
の
届
出
）

第
五
条
の
十
二
医
療
法
人
が
、
組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二

十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
た
と
き
は
、
登
記
事
項
及
び
登
記
の
年
月

日
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
登
記
事
項
が
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
五

条
第
六
項
及
び
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可

に
係
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
記
の
年
月
日
を
届
け
出
る
も
の
と
す

る。（
書
類
の
保
存
期
間
）

第
五
条
の
十
四
（
略
）

第
五
条
の
十
五
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
病
院
、
診
療
所
又
は

介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
係
る
第
五
条
の
玉
及
び
前
三

！
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
五
中
「
法
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
二
条
の
ニ
第
一
項
」
と
、
「
当
該
医
療
法
人
の

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大

臣
」
と
、
第
五
条
の
十
二
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働

大
臣
」
と
、
「
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条

第
六
項
及
び
第
五
十
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第

五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
六
項
及
び
第
五
十
七
条
第
四
項
」
と
、
前

二
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
す
る
。

り
ム
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,0 

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）

（
第
二
条
関
係
）

（抄）

（傍線の部分は改正部分）

第 第
）す十る 一 の例
とる四行場 条手

政令等に
条法

す電年政合 数 第 等 外
る子法手を 法第料） で関 外 一 国
。情律続含 定す 国 条 関 医

改報第等む 一 め る 医 第 す 師
処百に 条 る法等師 四 る

等が理五お） 第
業医律（が

% 
法律施組十けの九 イ イ’了ー

織一る政メ寸コ』 項 又以行 又 つ
を号情 （ は下う iま イメ1’了ー1 入

臨
使 ） 報 で法第 歯「臨 ロ 床
用第通定 科法床 の 修
す 二 信 め二 医」修

メ政i5- 練
正る条のる十 業と練 等

場第技手一 はい等 で
合一術数条 、うに p疋ムー， 係
に項の料の 処。係 め る
あ の 利 の七 方）る る 医
つ規用額第 せ第医

業医
師

て 定 に は一 ん二師 法
はに関、項 の条第 法 又 第
、よすーに 交第 lま 十

案一りる万お 付四十 歯 七
万同法玉い と号七 科 条
五項律千て すイ条等 医 等
千に（三準 る 又 業 の
百規定 平百用 。はの

、、＿＿.／
特

円 成円す ロ特 例

第 第
百規平百二（

政令等に
一

円定成円条手 条法
）す十（ 数 で関 第 外
とる四行法料 定す 外 一

す関
国

す 電 年 政第 める 国 条 医 現
る 子 法 手ニ る法 医 第 る 師
。情律続条 医律 師 四 法 等
報第等第 業（等 号

施律
が

処百に八 又以が イ イ’了ー
理玉お項 は下行 又 イメ’1丁ー1 b、つ
組十けの 歯「う lま 臨

織ーるメ政Tl λ 
科法臨 ロ

床修練を号情 業医 」 床 の
使報で と修

メ政i5-用第通定 はい練
す二信め 、うに で 係
る条のる 処係 厄炉ムー・ る

場第術技手 方）る め 医
合一数 せ第医 る 師
に項の 料 ん二師 医 法
あの利の の条第 法 業 第
つ規定 用額 交第 又 十
てには 付四十 lま 七
はに関 と号七

歯科
条 行

よすー すイ条 等
一りる万 る文等

業医
の

万同法五 。はの 特
五項律千 ロ 特

例等千 t.，..コ の例」ー ，，町、 一一一ー

- 4 -
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。
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）

（
第
三
条
関
係
）

（抄）

（傍線の部分は改正部分）

と
一 二ーす公一
百等 百 1る 益
八の 八二。通
十 特 十百 者報
八i例等

七八
改十

保護囲に 外
句..Lー・
／＼ 

百ー す関 国医
の 法

1Jlj 
十る

等師 表第六 法 ，，『、

律 カ3略 ）~ 
（ （ イ’了一

、、d〆
号

略昭う の
）和臨

令政
正

六床
．十修 で

二練等
足,_I-. 

年法に
め
る

律第係る 法
律

十一 師医
~j: 

案、

九 法 次
号 第 の

十 と
七 お
条 り

と
一 二一す公一
百の 百 lる 益
八 特 八二。通
十 例 十J百 者報八 等 七 八 現
s lこ 十

護保法百四す関 外 ー..Lー・
／＼ 

国 の
ニる 医 一 J31j 
十法 自市

表第
六律 等 〆’ー、

（が 令略 人
（昭行 、、ー’ fヲl 

略）和ム床臨う
の

ノ＼

メ政寸3入十
二修 で

年法練に
定
め

律第係る
る
f去

十九一 法師医
律
lま、

イ’丁ー
号 第 次r

十七
の
と

条 お
等 り

F
D
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。
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）

（
第
四
条
関
係
）

（抄）

（傍線の部分は改正部分）

第 第 第
四 十｜ 十卜ニ（一一一- .－、 ーー凶a -- 〆’剛、、

十歯 師 法 等 十事医 一る外等 1十地
六科 五の

相当
士 お 外二五 者国に外九ニ域

条保
（ 床臨

、
し、

す関
国 条課

看護師 す関
国 条医

健 す
視能

て 医（ の 略限
師等医
（療

改歯課 略教 る
診療

る
等師が 略） 事課医 所掌事務

）る る 略地計
科の 土J足ζ 

格資 練訓 律法
。
等

法律
域画

保健課は 所務掌事

等 放
、、、..／

カ5
療医課のf 「

を 土 射 の行は の 外 〆’h、イ’丁ー
関 有

、
線

規定
フ、 臨 国 日百 つ

画計課 所掌事す す 臨
技師 床臨 次に 床 来日 臨

る る 床
修練

お ームー・

練床修等

／＼ 

次
｝ヲ，

者 工 、よ 修
掲げ

し、 十 は務、』ー・
と ザiil-4ー

床臨
る

練等 て
、、、，〆

掲げ
。
限 技 外 る 関

救急
年 次 正

る 士
検査

国
事務

す 法
る

。 、
師医

係 る 救
律第

係、
掲げ

務事
、、＿，，.

肢義
技 る を 、” 命 る、ーー・

の 師 及 医 Jコ と士 一
師法医

る
を 臨 装 、び、 師 カ＝ 十 事
Jコ

床修 具 理 外 法 さ 中日 九 務
か 士 療－品:f-

護等看師国

第 ど 当 号 第 を
さ

練並
又 十 る す

、、＿，，.
十 つ

ど lま 法 七
。

る の 七 か 案

る び 日 士 条等 資
規定条等

さ。
語

、
格 ど

外
聴覚

作業療
，－－、、 の を の る

国 外 特
有す

よ 特
。

医 士 国 例 る {}ij 

第 第 第
四 十｜ 一一

十歯
- 一一一一・ 〆’『＼

新 1十地． 十医
ム科 五 外 二五事 ，戸町、 設九二域
条保 国 条課 略

、、＿，，.
条医

健 〆’『、 医 〆戸ー、 の J’『、 療 現

歯科課の 略 師 路医所 略地計
の ）課事事掌 ）域画

保健課は 務所掌事

臨 医課
床 は務 療の
修 、、、ーー”

計画課は 所務掌事
練 次、、』J

次
す関 掲げ

掲げ
る ーる 次、，

事務
、』ー

る と
掲げ

事務
。

を
つ る

を か
事務

Jコ さ
か ど を
さ る つ
ど‘

。
か イ’丁ー

る さ。
ど
る。

-6 -
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t

一
・
二
（
略
）

三
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外
国
歯
科
医
師
及
び
外
国
看
護
師
等
（

外
国
に
お
い
て
歯
科
衛
生
士
文
は
歯
科
技
工
士
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す

る
者
に
限
る
。
）
の
臨
床
修
練
並
び
に
外
国
歯
科
医
師
の
臨
床
教
授
等
に

関
す
る
こ
と
。

四
（
略
）

（
看
護
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
七
条
看
護
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
↓
一
（
略
）

三
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
外
国
看
護
師
等
（
外
国
に
お
い
て
助
産

師
又
は
看
護
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
の
臨
床
修
練

に
関
す
る
こ
と
。

四

（

略
v

次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

-7 -

了
二
（
略
）

三
外
国
歯
科
医
師
の
臨
床
修
練
に
関
す
る
こ
と
。

四

（略）

（
看
護
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
七
条
看
護
課
は
、

一－
L

二
（
略
）

（
新
設
）

一一一

（略）
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地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係

省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文
目
次

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
（
抄
）

（第二条関係）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

u

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
（
抄
）

（第三条関係）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

M

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令

（平成十七年厚生労働省令第四十四号）（抄）（第四条関係）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

m

O

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

（平成二十二年厚生労働省令第三十八号）（抄）（第五条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・：－－－－－－－－－－－－－－

m

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
幻

。。。。。
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。
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）

（抄）

改

正

案

目
次第

一
章
’
総
則
（
第
一
条
）

第
一
章
の
二
医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等
（
第
一
条
の
二
｜
第
一
条
の

十）

第
一
章
の
三

第
一
章
a

の
四

医
療
の
安
全
の
確
保
（
第
一
条
の
十
一

1
1第
一
条
の
十
三
）

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設
（
第
一
条
の
十
四

l
第

七
条
）

第
二
章
i
第
四
章
（
略
）

第
四
章
の
二
基
本
方
針
（
第
三
十
条
の
二
十
七
の
二
）

第
四
章
の
こ
の
こ
医
療
計
画
（
第
三
十
条
の
二
十
八
l
第
三
十
条
の
三
十

三）

第
四
章
の
二
の
三
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進

（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
1

第
三
十
条
の
三
十
三
の

七）

第
四
章
の
三
医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
三

十
三
の
八
l
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
）

第
五
章
・
第
六
章
（
略
）

附
則

第
一
章

総｜
則｜

第
一
条
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
一
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
の
と
お

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

現

’ーイ7

目
次

（
新
設
）

第
一
章
医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等
（
第
一
条
！
第
一
条
の
十
）

医
療
の
安
全
の
確
保
（
第
一
条
の
十
一
ー
ー
第
一
条
の
十
三
）

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設
（
第
一
条
の
十
四
l
第

七
条
）

第
二
章
1
第
四
章
（
略
）

（
新
設
）

第
四
章
の
二

笹
川
一
畠
草
の

第
一
章
の

（
新
設
）

第
四
章
の
三

医
療
計
画
（
第
三
十
条
の
二
十
八
l
第
三
十
条
の
三
十
一
ニ
）

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
三

十
三
の
二
）

第
五
章
・
第
六
章
（
略
）

附
則

、（新設）

（
新
設
）

噌
E
ム
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り
と
す
る
。

一
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
四

に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ

l
ム

二
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
λ
ホ
！
ム

三
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ

l
ム

四
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
l
ム

五
前
各
号
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
医
療
を
受
け
る
者
が
療
養
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
っ
て
、
法
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

医
療
提
供
施
設
以
外
の
場
所

第
一
章
の
二

医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等

第
一
条
の
二
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
報

告
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
一
年
に
一
回
以
上
、

当
該
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

2 

（略）

第
一
条
の
こ
の
こ

（略）

信
用
一
品
早
の

医
療
の
安
全
の
確
保

第
一
章
の
四
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設

第
九
条
の
二
十
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

Y
V
 

（略）

医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等

第
一
条
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
は
、
当

該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
一
年
に
一
回
以
上
、
当
該
都
道

府
県
知
事
の
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

2

（略）

（略）

医
療
の
安
全
の
確
保

信
用
一
童
’
の
三

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設

第
九
条
の
二
十
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

B
U
V
 一ii五

（略）

ワ臼
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六
（
略
）

J
4

・ロ
（
削
除
）

（略）

2 
七

（略）

（略）第
四
章
の
二

基
本
方
針

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
め
）

第
三
十
条
の
二
十
七
の
二
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
の
規

定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象

病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項

に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
を

経
由
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ
れ

た
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

佐
田
川
四
章
・
の
二
の

医
療
計
画

（
特
殊
な
医
療
）

第
三
十
条
の
二
十
八
の
二
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る

特
殊
な
医
療
は
、
特
殊
な
診
断
又
は
治
療
を
必
要
と
す
る
医
療
で
あ
っ
て
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
i
四
（
略
）

（
区
域
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
条
の
二
十
九
法
第
三
十
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
区
域
の
設
定
に

六
（
略
）

イ
・
ロ
（
略
）

ハ
ロ
に
規
定
す
る
年
次
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね

五
年
間
に
百
分
の
十
紹
介
率
を
高
め
る
内
容
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

七
（
略
）

2

（略）（
新
設
）

（
新
設
）

医
療
計
画

（
特
殊
な
医
療
）

第
三
十
条
の
二
十
八
の
二
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
特

殊
な
医
療
は
、
特
殊
な
診
断
又
は
治
療
を
必
要
と
す
る
医
療
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
i
四
（
略
）

（
区
域
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
条
の
二
十
九
法
第
三
十
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
区
域
の
設
定
に

η
d
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関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
法
銅
ヨ
刊
剣
釧
剛
剣
コ
胡
創
刊
矧
に
規
定
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
地

理
的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
及
び
日
常
生
活
の
需
要
の
充
足
状
況
、
交
通

事
情
等
の
社
会
的
条
件
を
考
慮
し
て
、
一
体
の
区
域
と
し
て
病
院
及
び
診

療
所
に
お
け
る
入
院
に
係
る
医
療
（
前
条
に
規
定
す
る
特
殊
な
医
療
並
び

に
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
以
外
の
病
床
に
係
る
医
療
を
除
く
。
）
を
提

供
す
る
体
制
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

単
位
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
。

二
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
都
道

府
県
の
区
域
が
著
し
く
広
い
こ
と
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
二
以
上
の
当
該
区
域
を
設
定
し
、
ま
た
、
当

該
都
道
府
県
の
境
界
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
医
療
の
需
給
の
実
情
に
応
じ

、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
区
域
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

可。。
（
基
準
病
床
数
の
算
定
）

第
三
十
条
の
三
十
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
基
準
病

床
数
（
以
下
「
基
準
病
床
数
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分

ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一
i
四
（
略
）

第
四
章
の
二
の
三

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の

推
進

（
病
床
の
機
能
の
区
分
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
定
義
は
当
該
各

関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
J

と
す
る
。

一
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
地

理
的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
及
び
日
常
生
活
の
需
要
の
充
足
状
況
、
交
通

事
情
等
の
社
会
的
条
件
を
考
慮
し
て
、
一
体
の
区
域
と
し
て
病
院
及
び
診

療
所
に
お
け
る
入
院
に
係
る
医
療
（
前
条
に
規
定
す
る
特
殊
な
医
療
並
び

に
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
以
外
の
病
床
に
係
る
医
療
を
除
く
。
）
を
提

供
す
る
体
制
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

単
位
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
。

二
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
都

道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
ニ
と
。
た
だ
し
べ
当
該
都
道
府

県
の
区
域
、
が
著
し
く
広
い
こ
と
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当

e

該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
二
以
上
の
当
該
区
域
を
設
定
し
、
ま
た
、
当
該

都
道
府
県
の
境
界
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
医
療
の
需
給
の
実
情
に
応
じ
、

二
以
主
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
区
域
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
基
準
病
床
数
の
算
定
）

第
三
十
条
の
三
十
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
基
準
病

床
数
（
以
下
「
基
準
病
床
数
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分

ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一
1
四
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一r

高
度
急
性
期
機
能
急
性
期
の
患
者
に
対
し
、
当
該
患
者
の
状
態
の
早

期
安
定
化
に
向
け
て
、
診
療
密
度
の
特
に
高
い
医
療
を
提
供
す
る
も
の

二
急
性
期
機
能
急
性
期
の
患
者
に
対
し
、
当
該
患
者
の
状
態
の
早
期
安
、

定
化
に
向
け
て
、
医
療
を
提
供
す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）

三
回
復
期
機
能
急
性
期
を
経
過
し
た
患
者
に
対
し
、
ー
在
宅
復
帰
に
向
け

た
医
療
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
行
う
も
の
（
急
性
期
を
経

過
し
た
脳
血
管
疾
患
守
大
腿
骨
頚
部
骨
折
そ
の
他
の
疾
患
の
患
者
に
対
し

、
A
D
L
（
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
動
作
を
行
う
能
力
を
い
う
。
）

の
向
上
及
び
在
宅
復
帰
を
目
的
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を

集
中
的
に
行
う
も
の
を
含
む
。
）

四
壊
性
期
機
能
長
期
に
わ
た
り
療
養
が
必
要
な
患
者
（
長
期
に
わ
た
り

療
養
が
必
要
な
重
度
の
障
害
者
（
重
度
の
意
識
障
害
者
を
含
む
。
）
、
筋

ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
、
難
病
患
者
そ
の
他
の
疾
患
の
患
者
を
含
む
。
）

を
入
院
さ
せ
る
も
の

（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
三
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
日
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の

六
に
お
い
て
「
病
床
機
能
報
告
」
と
い
う
。
）
を
行
う
日
の
属
す
る
年
の
七

月
一
日
と
す
る
。

（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
四
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
六
年
間
と
す
る
。

（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
報
告
事

（
新
設
）

-5 -

（
新
設
）
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J

項）
第
三
十
条
の
三
十
三
の
玉

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

と
す
る
。

法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働

構
造
設
備
及
び
人
員
の
配
置
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
報
告
方
法
V

第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
病
床
機
能
報
告
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
一
年
に
一
回
、
十
月
一
日
か
ら

同
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法

ニ
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
、
法

2

前
項
第
一
号
の
「
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
」
、
と
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
委
託
を
受
け
て
病
床
機
能
報
告
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
に
つ
い

て
管
理
及
び
集
計
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
受
託
者

」
と
い
う
。
）
を
経
由
す
る
方
法
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
受
託
者
へ
の
報
告

は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
）
を

い内ノ。

イ
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る

者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
む
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

ハ
書
面
を
交
付
す
～
る
方
法

3
第
一
項
第
二
号
の
「
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
」
と
は
、
受
託
者
を
経

由
す
る
方
法
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
受
託
者
へ
の
報
告
は
、
療
養
の
給
付
及

び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年

（
新
設
）
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厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
、
同
令
第
一
条
第
一
項
及
び
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
、
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令

第
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
を
活
用
し
て
行
わ
れ

る
も
の
と
す
る
。
）
を
い
う
。

（
報
告
事
項
の
変
更
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
七
法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の

管
理
者
が
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の
需
要
の
実
情
そ
の
他
の
実
情
を
踏
ま
え

、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
基
準
日
後
病
床
機
能
と
異
な
る
病
床
の
機

能
区
分
に
係
る
医
療
の
提
供
が
必
要
と
判
断
し
た
と
き
と
す
る
。

2

法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章
の
三

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等

第
三
十
条
の
三
十
三
の
八
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立

に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
九
法
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
1
五
（
略
）

2

都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
道

府
県
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療
の
確
保
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
必
要

な
施
策
と
し
て
、
医
師
派
遣
（
一
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
、
当
該
病

院
又
は
診
療
所
に
所
属
す
る
医
師
以
外
の
医
師
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

（
新
設
）

止
弟
四
血
早
の
三

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等

（
新
設
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
1
五
（
略
）

2

都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
道

府
県
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療
の
確
保
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
必
要

な
施
策
と
し
て
、
医
師
派
遣
（
一
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
、
当
該
病

院
又
は
診
療
所
に
所
属
す
る
医
師
以
外
の
医
師
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
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お
い
て
「
他
の
医
師
」
と
い
う
。
）
を
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の

確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八

十
八
号
。
次
条
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号

に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
と
し
て
診
療
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
に

関
す
る
こ
と
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
ほ
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
が

行
う
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

3

前
項
に
規
定
す
る
一
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
他
の
医
師
を
診
療
に

従
事
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
協

議
を
経
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
法
第
三
十
条
の
十
九
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
事
務
を
適
切
、
公
正
か
っ

中
立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
と
す
る
。
た
だ

し
、
医
師
に
つ
い
て
の
職
業
紹
介
事
業
の
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項

又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
に
限

り
、
医
業
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
事
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
書
を
提
出
し
て
労
働
者
派
遣
事
業
を
行
う
者
に

限
る
。

第
三
十
五
条
法
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
合
併
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
、
な
ら
な
い
。

一
｛
）
八
（
略
）

2

合
併
前
の
医
療
法
人
の
い
ず
れ
も
が
持
分
の
定
め
の
あ
る
医
療
法
人
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項
第
五
号
の
合
併
後
存
続
す
る
医
療
法
人
の
定
款
に

お
い
て
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
と
き
は
、
法

お
い
て
「
他
の
医
師
」
と
い
ゲ
。
）
を
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の

確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
と
し
て
診
療
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
病
院

又
は
診
療
所
の
開
設
者
、
が
行
う
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
げ

3

前
項
に
規
定
す
る
一
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
他
の
医
師
を
診
療
に

従
事
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
協

議
を
経
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

第
三
十
五
条
法
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
合
併
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
1
八
（
略
）

2

合
併
前
の
医
療
法
人
の
い
ず
れ
も
が
持
分
の
定
め
の
あ
る
医
療
法
人
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項
第
五
号
の
合
併
後
存
続
す
る
医
療
法
人
の
定
款
刻

は
寄
附
行
為
に
お
い
て
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け

口
6
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第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

者
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の

附

則

第
五
十
一
条
精
神
病
床
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年

政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
閉
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る

病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該

精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院

の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
者
人
ホ

1
ム
（
老
人
福
祉
法
第
二
十

条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ

l
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、

要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す

る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
そ
の
旨
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場

合
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
病
床
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
転

換
病
床
」
と
い
う
。
）
に
係
る
病
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ
い
て
は
、
当
該

転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
限

る
。
）
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と
あ

る
の
は
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
二
・
七
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「

一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

（
移
行
計
画
の
認
定
）

第
五
十
六
条
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
平

成
十
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

る
と
き
は
、
法
第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
る
者
以
外
の
者
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
項
に
規
定

附

則

第
五
十
一
条
精
神
病
床
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年

政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る

病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該

精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院

の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ

l
ム
（
老
人
福
祉
法
A

昭
和

三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ

！
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又

は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
お
う
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
そ
の
旨
を

開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
病
床

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
で
「
転
換
病
床
」
と
い
う
。
）
に
係
る
病

室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
～
つ
い
て
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
（
平

成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第

十
一
号
イ
中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル
」
と

「
一
了
七
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

（
新
設
）
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移
行
計
画
、
（
同
項
に
規
定
す
る
移
行
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当

で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年

改
正
法
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
を
い
う
。
）
は

、
附
則
様
式
第
一
に
よ
る
移
行
計
画
認
定
申
請
書
に
移
行
計
画
を
添
付
し
て

、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

移
行
計
画
は
、
附
則
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

引
判
劇
刊
川
例
制
国
制
附
則
創
刊
斜
州
ヨ
矧
ゴ
胡
剰
到
剖
叫
劇
出
矧
働
制
剣

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

）
合
併
の
見
込
み

二
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
棄
又
は
払
戻
し
の
見
込
み

三
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
七
の
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
を

受
け
る
見
込
み

（
移
行
計
画
に
添
付
す
る
書
類
）

－
第
五
十
七
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ

一
る
定
款
に
は
、
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

一
な
し

一
2

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
出
資

一
者
名
簿
は
、
附
則
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

3

平
成
ヤ
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
社
員
総
会
の
議
事
録

二
直
近
の
三
会
計
年
度
（
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
を
い
う

。
）
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

（
移
行
計
画
の
変
更
）

第
玉
十
八
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

移
行
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
医
療
法
人
（
同
項
に
規

（
新
設
）

10 -

（
新
設
）
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定
す
る
認
定
医
療
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
附
則
様
式
第
四
に
よ

る
移
行
計
画
変
更
認
定
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し

2

前
項
の
移
行
計
画
変
更
認
定
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
変
更
後
の
移
行
計
画

二
変
更
前
の
移
行
計
画
の
写
し

三
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
こ
と

を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

四
社
員
総
会
の
議
事
録

五
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類

3

移
行
計
画
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、

J

平
成
十
八
年
改

正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
移
行
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

p

第
五
十
九
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
一
項
の
認
定
を
受
け
た
日
か

ら
三
ヶ
月
以
内
に
、
当
該
認
定
を
受
け
た
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、

法
第
五
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

二
認
定
医
療
法
人
が
合
併
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
。

三
認
定
医
療
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
。

四
認
定
医
療
法
人
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
移
行
計
画
の
認
定
を
受
け
た
こ

と
が
判
明
し
た
と
き
。

玉
認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
違
反
し
た
と
き
。

六
認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
規
定
に
よ

る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

（
新
設
）

唱

E
i

噌

E
i
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（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
）

第
六
十
条
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る

認
定
医
療
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
附
則
様
式
第
五
に
よ

る
実
施
状
況
報
告
書
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
号

及
び
次
号
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
以
後

；
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
三
月
を
経
過
す
る
日

二
認
定
を
受
け
た
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
一

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

三
月
を
経
過
す
る
日

2

前
項
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の

三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
旨
又
は
新
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年
改
正
法
附

則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
新
医
療
法
人
を
い
う
。
）
へ
移
行
す
る
旨
の
定

款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨

を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

制
矧
員
制
刈
吋
附
則
調
剣
到
日
引
量
制
削
剥
制
劃
叫
洲
同
開

る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
変
更
後
の
定
款
及
び
当
該
変
更
に
係
る
新
旧
対
照
表

二
定
款
変
更
の
認
可
書
の
写
し

三
社
員
総
会
の
議
事
録

3

前
二
項
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
棄
そ
の

他
の
処
分
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
処
分
の
あ
っ
た
日
か
ら
三
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
医
療
法
人
は
、
附
尉
様
式
第
五
に
よ

（
新
設
）

ワム
守
E
よ
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る
実
施
状
況
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

｛
出
資
者
名
簿

二
附
則
様
式
第
六
に
よ
る
出
資
持
分
の
状
況
報
告
書

三
そ
の
他
持
分
の
処
分
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

4

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
出
資
者
に
よ
る
持
分
の
放
棄
が
あ
っ
た
と
き
は

、
認
定
医
療
法
人
は
、
前
項
各
号
の
書
類
に
加
え
て
、
附
則
様
式
第
七
に
よ

る
出
資
持
分
の
放
棄
申
出
書
も
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
様
式
第
一
（
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
関
係
）
※
別
紙
1
参
照

附
則
様
式
第
二
（
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
関
係
）
※
別
紙
2
参
照

附
則
様
式
第
三
（
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
関
係
）
※
別
紙
3
参
照

附
則
様
式
第
四
（
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
関
係
）
※
別
紙
4
参
照

附
則
様
式
第
五
（
附
則
第
六
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
関
係
）※

別
紙
5
参
照

※
別
紙
6
参
照

※
別
紙
7
参
照

附
則
様
式
第
六

附
則
様
式
第
七

（
附
則
第
六
十
条
第
三
項
第
二
号
関
係
）

（
附
則
第
六
十
条
第
四
項
関
係
）

別
表
第（略）

（
第
一
条
の
二
関
係
）

別
表
第（略）

（
第
一
条
関
係
）

q
U
 

1
a
A
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。
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
車
生
省
令
第
四
十
七
号
）

（
第
二
条
関
係
）改

正

案

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

自｜辛口！次｜

総
則
（
第
一
条
｜
第
三
条
）

制
尉
倒
鮒
刻
前
倒
劇
劉
樹
等
（
第
四
条
！
第
十
一
条
）

雑
則
（
第
十
二
条
）

第
一
章

則｜

（
病
院
等
の
指
定
等
）

第
一
条
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
病
院
又
は
診
療
所
の
指
定
及
び
同

条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
指
定
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
開

設
者
（
国
の
開
設
す
る
病
院
に
あ
っ
て
は
、
主
務
大
臣
）
の
同
意
を
得
て
行

う
も
の
と
す
る
。

2

法
第
二
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
診
療
所
は
、
同
号
の
規
定

に
よ
り
指
定
を
受
け
た
病
院
と
の
間
で
緊
密
な
連
携
体
制
が
確
保
さ
れ
た
診

療
所
と
す
る
。

3

法
第
二
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
次
に
掲
げ
る

現

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

’ーイ丁

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
新
設
）

（
新
設
）

（
病
院
の
指
定
）

第
一
条
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
砂
特
例

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
指
定
は
、
当
該
病
院
の
開
設

者
（
国
の
開
設
す
る
病
院
に
あ
っ
て
は
、
主
務
大
臣
）
の
同
意
を
得

τ行
う

も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（抄）
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病
院
と
す
る
。

一
医
学
又
は
歯
学
を
履
修
す
る
課
程
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院

ニ
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
特
定
機
能
病
院
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
た

病
院

三
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立

高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

四
法
第
二
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
病
院
と
の
間
で
緊

密
な
連
携
体
制
が
確
保
さ
れ
た
病
院

4

第
二
項
の
診
療
所
が
法
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
場

合
又
は
前
項
第
四
号
の
病
院
が
法
第
二
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

受
け
る
場
合
に
は
、
緊
密
な
連
携
体
制
を
確
保
す
る
病
院
の
管
理
者
の
同
意

書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
取
消
）

第
二
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
臨
床
修
練
病
院

等
（
以
下
「
臨
床
修
練
病
院
等
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
十
三
号
に
規
定

利
引
嗣
尉
剥
樹
剰
刺
阿
ベ
凶
寸
↓
嗣
劇
剥
閥
剰
刺
閥
叶
叶
川
引
勺
J

ー
が
、
同

条
第
四
号
に
規
定
す
る
臨
床
修
練
（
以
下
「
臨
床
修
練
」
と
い
う
。
）
又
は

同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
臨
床
教
授
等
（
以
下
「
臨
床
教
授
等
」
と
い
う

。
）
を
行
わ
せ
る
の
に
必
要
な
条
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
三
条
臨
床
修
練
病
院
等
及
び
臨
床
教
授
等
病
院
の
長
は
、
毎
年
四
凡
三
十

日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
の
臨
床
修
練
又
は
臨

床
教
授
等
の
実
施
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
指
定
の
取
消
）

第
二
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
病

院
（
以
下
「
指
定
病
院
」
と
い
う
。
）
が
、
臨
床
修
練
を
行
わ
せ
る
の
に
必

要
な
条
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
’
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
三
条
指
定
病
院
の
長
は
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三

十
一
日
以
前
の
一
年
間
の
臨
床
修
練
の
実
施
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

D
唱

a
A
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第
二
章

臨
床
修
練
及
び
臨
床
教
授
等

（
臨
床
修
練
の
許
可
の
申
請
手
続
等
）

第
四
条
（
略
）

2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
旅
券
の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し

た
も
の
に
限
る
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
身

分
を
－
証
す
る
書
類
の
写
し

二
・
三
（
略
）

（
削
除
）

四
患
者
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
能
力
を
前
項
に
規
定
す
る
者
又
は
臨

床
修
練
病
院
等
の
開
設
者
が
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
（
略
）

六
臨
床
修
練
を
行
お
う
と
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
の
名
称
並
び
に
臨
床
修

欄
刷
閥
斜
ゴ
引
の
臨
床
修
練
の
分
野
、
期
間
及
び
指
導
監
督
を
受
け
よ
う

と
す
る
臨
床
修
練
指
導
医
若
し
く
は
臨
床
修
練
指
導
歯
科
医
又
は
臨
床
修

練
指
導
者
（
以
下
「
臨
床
修
練
指
導
底
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
を
記
載

し
た
臨
床
修
練
計
画
書
。
た
だ
し
、
許
可
の
申
請
に
係
る
資
格
の
区
分
が

救
急
救
命
士
で
あ
る
場
合
に
は
、
重
度
傷
病
者
（
法
第
二
条
第
四
号
に
規

定
す
る
重
度
傷
病
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
搬
送
す
る
臨

床
修
練
病
院
等
の
名
称
、
救
急
用
自
動
車
等
（
同
号
に
規
定
す
る
救
急
用

自
動
車
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
、
臨
床

修
練
の
期
間
及
び
指
導
監
督
を
受
け
よ
う
と
す
る
臨
床
修
練
指
導
者
の
氏

名
を
記
載
し
た
臨
床
修
練
計
画
書
。

七
臨
床
修
練
を
行
お
う
と
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
の
長
及
び
指
導
監
督
を

（
新
設
）

（
許
可
の
申
請
手
続
等
）

第
四
条
（
略
）

2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
旅
券
の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し

た
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

二
・
三
（
略
）

四
日
本
語
又
は
次
条
に
定
め
る
外
国
語
を
理
解
し
、
使
用
す
る
能
力
を
証

す
る
書
類

玉
患
者
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
（
略
）

七
臨
床
修
練
を
行
お
う
と
す
る
病
院
の
名
称
並
び
に
病
院
ど
と
の
臨
床
修

練
の
分
野
、
期
間
及
び
指
導
監
督
を
受
け
よ
う
と
す
る
臨
床
修
練
指
導
医

若
し
く
は
臨
床
修
練
指
導
歯
科
医
又
は
臨
床
修
練
指
導
者
（
以
下
「
臨
床

修
練
指
導
医
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
を
記
載
し
た
臨
床
修
練
計
画
書
。

た
だ
し
、
許
可
の
申
請
に
係
る
資
格
の
区
分
が
救
急
救
命
士
で
あ
る
場
合

に
は
、
重
度
傷
病
者
（
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
重
度
傷
病
者
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
搬
送
す
る
指
定
病
院
の
名
称
、
救
急
用

自
動
車
等
（
同
号
に
規
定
す
る
救
急
用
自
動
車
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
〉
の
所
有
者
の
氏
名
、
臨
床
修
練
の
期
間
及
び
指
導
監
督
を
受

け
よ
う
と
す
る
臨
床
修
練
指
導
者
の
氏
名
を
日
記
載
し
た
臨
床
修
練
計
画
書

臨
床
修
練
を
行
お
う
と
す
る
病
院
の
長
及
び
指
導
監
督
を
受
け
よ
う
と
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受
け
よ
う
と
す
る
臨
床
修
練
指
導
医
等
の
承
諾
書
。
た
だ
し
、
許
可
の
申

請
に
係
る
資
格
の
区
分
が
救
急
救
命
土
で
あ
る
場
合
に
は
、
重
度
傷
病
者

を
搬
送
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
の
長
、
救
急
用
自
動
車
等
の
所
有
者
及
び

指
導
監
督
を
受
け
よ
う
と
す
る
臨
床
修
練
指
導
者
の
承J
諾
書
。

八
（
略
）

3

（略）

4

臨
床
修
練
外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
修
練
外
国
歯
科
医
師
又
は
臨
床
修
練

外
国
看
護
師
等
（
以
下
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。
）
は
、
臨
床

修
練
計
画
書
に
日
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
後

の
臨
床
修
練
に
係
る
第
二
項
第
七
号
の
承
諾
書
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
臨
床
教
授
等
の
許
可
の
申
請
手
続
等
）

第
五
条
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
床
教
授
等
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
旅
券
の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

二
外
国
に
お
い
て
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
面
の
写
し

三
外
国
に
お
い
て
医
師
又
は
曹
科
毘
師
に
相
当
す
る
資
格
を
取
得
し
た
後

、
十
年
以
上
、
診
療
に
従
事
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
臨
床
教
授
等
を
行
う
の
に
必
要
な
医
学
又
は
歯
科
医
学
に
関
す
る
知
識

及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
患
者
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
能
力
を
前
項
に
規
定
す
る
者
又
は
臨

床
教
授
等
病
院
の
開
設
者
が
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
陪
言
語
機
能
若
し
く
は
精
神
の
機
能

の
障
害
又
は
麻
薬
、
大
麻
若
L
く
は
あ
へ
ん
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か

す
る
臨
床
修
練
指
導
医
等
の
承
諾
書
。
た
だ
し
、
許
可
の
申
請
に
係
る
資

格
の
区
分
が
救
急
救
命
士
で
あ
る
場
合
に
は
、
重
度
傷
病
者
を
搬
送
す
る

指
定
病
院
の
長
、
救
急
用
自
動
車
等
の
所
有
者
及
び
指
導
監
督
を
受
け
よ

う
と
す
る
臨
床
修
練
指
導
者
の
承
諾
書
。

九
（
略
）

3

（略）

4

臨
床
修
練
外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
修
練
外
国
歯
科
医
師
又
は
臨
床
修
練

外
国
看
護
師
等
（
以
下
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。
）
は
、
臨
床

修
練
計
画
書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
後

の
臨
床
修
練
に
係
る
第
二
項
第
八
号
の
承
諾
書
を
添
・
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
国
語
）

第
五
条
法
第
三
条
第
こ
項
第
四
号
（
法
第
八
条
第
二
号
に
お
い
て
引
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
国
語
は
、
中
国
語
、
フ
ラ

ン
ス
語
、
白
ロ
シ
ア
語
、
英
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
又
は
ド
イ
ツ
語
と
す
る
。

2

臨
床
修
練
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
前
項
の
外
国
語
に
つ
い

て
は
、
指
導
監
督
を
受
け
よ
う
と
す
る
臨
床
修
練
指
導
医
等
が
臨
床
修
練
を

実
地
に
指
導
監
督
す
る
の
に
支
障
の
な
い
程
度
に
理
解
し
、
使
用
す
る
能
力

を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

円
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に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
医
師
（
外
国
に
お
い
て
医
師
に
相
当
す
る
資

格
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
の
診
断
書
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
自
ら
作

成
し
た
も
の
を
除
く
。
）

七
臨
床
教
授
等
を
行
お
う
と
す
る
臨
床
教
授
等
病
院
の
名
称
並
び
に
臨
床

教
授
等
病
院
ご
と
の
臨
床
教
授
等
の
分
野
、
期
間
及
び
受
入
れ
に
関
す
る

業
務
を
統
括
管
理
す
る
臨
床
教
授
等
責
任
者
の
氏
名
を
一
記
載
し
た
臨
床
教

授
等
計
画
書

八
臨
床
教
授
等
を
行
お
う
と
す
る
臨
床
教
授
等
病
院
の
長
及
び
受
入
れ
に

関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
臨
床
教
授
等
責
任
者
の
承
諾
書

九
許
可
証
用
写
真
一
葉

3

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

臨
床
教
授
等
外
国
医
師
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師
（
以
下
「
臨
床

教
授
等
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。
）
は
、
臨
床
教
授
等
計
画
書
に
記
載
し
た

事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
後
の
臨
床
教
授
等
に
係
る
第

二
項
第
八
号
の
承
諾
書
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
五
条
の
二
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第

一
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。

（
臨
床
修
練
の
許
可
の
有
効
期
間
に
係
る
更
新
の
申
請
手
続
）

第
五
条
の
三
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を

申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）
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2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲

げ
る
書
類

二
法
第
四
条
第
一
項
の
臨
床
修
練
許
可
証
（
第
六
条
及
び
第
七
条
第
一
項

に
お
い
て
「
臨
床
修
練
許
可
証
」
と
い
う
。
）

三
有
効
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

3

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
床
教
授
等
の
許
可
の
有
効
期
間
に
係
る
更
新
の
申
請
手
続
）

第
五
条
の
四
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

げ
る
書
類

二
法
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四

条
第
一
項
の
臨
床
教
授
等
許
可
証
（
次
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て

「
臨
床
教
授
等
許
可
証
」
、
と
い
う
。
）

三
有
効
期
聞
を
更
新
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

3

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
様
式
）

第
六
条
臨
床
修
練
許
可
証
及
び
臨
床
教
授
等
許
可
証
は
、
様
式
第
三
号
に
よ

（
新
設
）

（
許
可
証
の
様
式
）

第
六
条
法
第
四
条
第
一
項
の
臨
床
修
練
許
可
証
（
以
下
「
許
可
証
」
と
い
う

nv 
t
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る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
）

第
七
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
は
メ
臨
床
修

鮒
制
司
副
刻
削
嗣
尉
剃
樹
矧
制
司
副
ベ
別
叶
↓
剖
司
副
叶
叶
川
外
1
叶
｜
の
記

載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
樹
利
剣
副
到
に
よ
る
書
換
え
交
付
申
請
書
に

許
可
証
及
び
許
可
証
用
写
真
一
葉
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
再
交
付
）

第
八
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
は
、
許
可
証

を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
に
許
可

証
用
写
真
一
葉
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し

3

許
可
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
又
は
臨
床
教
授
等

州
国
困
側
割
引
が
第
一
項
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
許
可
証
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

臨
床
修
練
外
国
医
師
等
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
は
、
許
可
証
の
再

交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
許
可
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、

こ
れ
を
厚
生
労
働
大
毘
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
着
用
）

第
九
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
又
は
臨
床
教
授
等
外
国
医
師
等
は
、
臨
床
修

練
又
は
臨
床
教
授
等
を
行
う
と
き
は
、
許
可
証
を
見
や
す
い
位
置
に
着
用
し

。
）
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

、
（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
）

第
七
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た

と
き
は
、
許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
書
換
え
交
付
申
請
書
に

許
可
証
及
び
許
可
証
用
写
真
一
葉
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
再
交
付
）

第
八
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
許
可
証
を
破
り
、
汚
し
、

と
き
は
、
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
失
っ
た

2

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
に
許
可

証
用
写
真
一
葉
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

3

許
可
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
が
第
一
項
の
申
請

を
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
許

可
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
着
用
）

第
九
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
臨
床
修
練
を
行
う
と
き
は
、

見
や
す
い
位
置
に
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

許
可
証
を
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
等
及
び
総
括
臨
床
教
授
等
責
任
者
）

第
十
条
臨
床
修
練
病
院
等
の
長
は
、
当
該
臨
床
修
練
病
院
等
に
お
け
る
臨
床

修
練
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
床
修

練
指
導
医
等
の
う
ち
か
ら
一
人
を
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
若
し
く
は
総
括
臨

床
修
練
指
導
歯
科
医
又
は
総
括
臨
床
修
練
指
導
者
と
し
て
選
任
す
る
も
の
と

す
る
。

2

臨
床
教
授
等
病
院
の
長
は
、
当
該
臨
床
教
授
等
病
院
に
お
け
る
臨
床
教
授

割
叫
削
淵
刻
刻
刷
剖
岡
引
出
削
剖
到
州
制
引
引
制
州
引
剖
剖
削
可
制
尉
剥
捌

等
責
任
者
の
う
ち
か
ら
一
人
を
総
括
臨
床
教
授
等
責
任
者
と
し
て
選
任
す
る

も
の
と
す
る
。

（
臨
床
修
練
証
明
書
）

第
十
一
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
臨
床
修
練
病

院
等
の
長
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
が
法

に
基
づ
き
臨
床
修
練
を
行
っ
た
旨
の
証
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

（
期
限
の
特
例
）

第
十
二
条
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
返
納
の
期
限
が
行
政
機
関
の
休
日
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
行
政
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
休
日
の
翌
日
を
も

（
認
定
の
申
請
手
続
等
）

第
十
条
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
臨
床
修
練
指
導
医
等
と
し
て
認
定
を
受
け

ょ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
医
学
若
し
く
は
歯
科
医
学
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
又
は
法

第
二
条
第
四
号
ハ
か
ら
ヨ
ま
で
に
定
め
る
業
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及

び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
第
五
条
に
定
め
る
外
国
語
を
理
解
し
、
使
用
す
る
能
力
を
証
す
る
書
類

三
外
国
医
師
若
し
く
は
外
国
歯
科
医
師
又
は
外
国
看
護
師
等
に
対
す
る
指

導
の
実
績
を
－
証
す
る
書
類

四
経
歴
書

。
五
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

（
認
定
証
の
交
付
）

第
十
一
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き

は
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
臨
床
修
練
指
導
医
認
定
証
若
し
く
は
臨
床
修
練
指

導
歯
科
医
認
定
証
又
は
臨
床
修
練
指
導
者
認
定
証
（
以
下
「
臨
床
修
練
指
導

医
認
定
証
等
」
と
い
う
。
、
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
認
定
証
の
返
納
）

第
十
二
条
臨
床
修
練
指
導
医
等
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り

消
さ
れ
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
臨
床
修
練
指
導
医
認
定
証
等
を
厚
生
労

働
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

噌
『
ム

q
A
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っ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

＼ 

（
準
用
）

第
十
三
条
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
臨
床
修
練
指
導
医
認
定
証
等
の

書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

七
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
号
」
と
、
「
及

び
許
可
証
用
写
真
一
葉
を
添
え
」
と
あ
る
の
は
「
を
添
え
」
と
、
第
八
条
第

二
項
中
「
様
式
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
八
号
」
と
、
「
再
交
付
申

請
書
に
許
可
証
用
写
真
一
葉
を
添
え
、
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
再
交
付
申

請
書
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
等
）

第
十
四
条
指
定
病
院
の
長
は
、
当
該
病
院
に
お
け
る
臨
床
修
練
の
円
滑
な
実

施
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
床
修
練
指
導
医
等
の
う

ち
か
ら
一
人
を
総
括
臨
床
修
練
指
導
医
若
し
く
は
総
括
臨
床
修
練
指
導
歯
科

医
又
は
総
括
臨
床
修
練
指
導
者
と
し
て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

（
臨
床
修
練
証
明
書
）

第
十
五
条
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
り
、
指
定
病
院
の

長
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
が
法
に
基
づ

き
臨
床
修
練
を
行
っ
た
旨
の
証
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
期
限
の
特
例
）

第
十
六
条
第
八
条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
に
規
定
す
る
返
納
の
期
眼
が
行
政

機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
休

日
の
翌
日
を
も
っ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。

円

L
円

L
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様
式
第
一
号
（
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
関
係
）
※
別
紙
1
参
照

様
式
第
二
号
（
第
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
条
の
四
第
一
項
関
係
）

※
別
紙
2
参
照

※
別
紙
3
参
照
e

※
別
紙
4
参
照

※
別
紙
5
参
照

※
別
紙
6
参
照

様
式
第
三
号
（
第
六
条
関
係
）

様
式
第
四
号
（
第
七
条
第
二
項
関
係
）

様
式
第
五
号
（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

様
式
第
六
号
（
第
十
一
条
関
係
）

円。
円

L

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



。
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）

（
第
三
条
関
係
）

（抄）

（傍線の部分は改正部分）

2 第
掲げ 」 等

（ いあ業るの とに条令第
）略（てると療医十都道 るい関

略）同とし 七 場う。す働者労二
じ認ての第府所 る 条

改。め行確ー県と）星施 第
）たう保項がす第 派遣 一

で病働者労のの療医る二 項
あ院等 た 協 。条行ム寸ヨ 事の
つ め議法第業厚生
て（派にを（ ー（の
厚同遣は経昭 項昭適労
生 号に令て和

の和正働令省労 によ第同二
厚生十六運な 正

働大規定り条項の十ー
労一営で

臣す遺派 第必年

働省令 年政令第 確保の 定めるがる労一要法

定病働者項な律第
め院等 第施 で及場
る を一策二 定九び所等
もを従事 号と百 め十遣派
のい にし五 る五 ） 

案うさ掲げ て 号 場号働者労。せ地） 所
次るる域第 は以
号必務業に三 、下の

に要 お十条 次「保
おがにけ に令護

2 第
掲げ 」 等

（ いあ業るの とに条令
）略（てると療医，十 都道 るい関 第

略同とし 二 場うす労二
じ認ての第 府所 る働者 条 現
。め行確一 県と）法第

）たう保項がす第律施派遣 一
で病労のの医る二 項
あ等院働者た協療 。条行令 事の
つ め議を 法第業厚
て（遣派に （ ー（の生
厚同 は経昭 項昭適働労
生号に令て和 の和王
労lこよ第同二

厚生十六運な省令
働大規定り条項の十一 労）営で
臣す派遣第必年

働年政メ第1庁'.>.. の 定が る働者労？ム要法 省メτコλ 確 め
定病 項な律第 保 る
め等院 第施 で及場
る を一策二 定九び所等
もを従事 号と百 め十遣派
のい にし五 る五 ） 

うさ掲げて）号 場号労 行
せ地 所 。働者

次るる域第 は以
号必務業に三 、下の

に要 お十オ~てこ 次「保
おがにけ に令護
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O

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令

七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
（
抄
）

（
第
四
条
関
係
）

（
平
成
十

（傍線の部分は改正部分）

表矧j

〆’ー、 年法急救 年法する 十 1彦外 年法薬剤
r、、 二表第

略 七
練等 国 略

律第救命 律第法律 条等 医師 律第法師
〆，．、、

三士 二（の 係 等 百（ 第
改十法 十昭特 る ？主 四 昭 一

ーム4

九和例等 師医
行臨フ

十 和 条/"- ，－ヘ

号平 号六 -L- - 及／＂－二二
）成 ）十に 法 号十 び

一 二 関 第 床 ）玉 第一一
四

〆’町、 f 『、 規項お第 ，.－、 〆’旬、 条
略 略 定及い十 略 略 関

にびて iー
、、＿＿，

係、

よ歯準条第
、、＿＿， 正

る科用
診療 医す一

法師る項
録 師医及
の第び
保存 二法第

十第二
コー十
一 一 ／ 

案条十一
第四条

＼ 

二条の
項第六
の二に

表別
，.－『、

年法急救
法る七 修 外

年法剤薬 略
二表

略 律第 法条 店廉 国 第
、、．，〆

律第命救 律等
医師等

律第法師二（の イ系
第三士 十昭特 る 百（ 現一

十法 九和例 医 カ主 四 昭 一一
“」L... 号 六等 師 行 十 和 条/"- ,.---.._ 

）号成平
）十に 法

臨つ
＿！＿‘ ーーー 及／＂－二二

年一 す関 第 号 十 び
十 床 ）五

第四

／ー、 〆’『、
保存十法第十第 〆’h、,.---.._ 条

略 略 略 略
係関、、、ー”

一一
、、＿＿，

条第 十条
、、＿＿，

四第
二条一
項第項
の二に
規定 項お

及い
にびて
よ歯準
る科用 行

診師法医 す療る
録医
の第師

F
h
u
 

円

L
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O

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
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